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規 則 

 

 三 重 県 県 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 元 年 七 月 二 日  

三  重  県 知  事   鈴   木   英   敬    

三 重 県 規 則 第 十 三 号  

   三 重 県 県 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 （ 三 重 県 県 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 一 条  三 重 県 県 税 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 四 年 三 重 県 規 則 第 四 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 条 例 第 六 条 の 二 第 二 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る

事 務 ）  

（ 条 例 第 六 条 の 二 第 二 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る

事 務 ）  

第 二 条  条 例 第 六 条 の 二 第 二 項 に 規 定 す る 規 則 で 定

め る 事 務 は 、 自 動 車 税 に 係 る 徴 収 金 の 賦 課 徴 収 に

関 す る 事 務 （ 証 紙 徴 収 に 係 る も の を 除 く 。 ） の う

ち 、 調 査 に 関 す る も の （ 県 税 事 務 所 の 長 （ 以 下 「 県

税 事 務 所 長 」 と い う 。 ） が 行 う も の に 限 る 。 ） 、 督

促 状 発 付 後 の 当 該 徴 収 金 の 徴 収 及 び 滞 納 処 分 に 関

す る も の と す る 。  

第 二 条  条 例 第 六 条 の 二 第 二 項 に 規 定 す る 規 則 で 定

め る 事 務 は 、 自 動 車 税 に 係 る 徴 収 金 の 徴 収 に 関 す

る 事 務 （ 証 紙 徴 収 に 係 る も の を 除 く 。 ） の う ち 、 督

促 状 発 付 後 の 当 該 徴 収 金 の 徴 収 及 び 滞 納 処 分 に 関

す る も の と す る 。  

 

第 四 条  前 条 に 規 定 す る 場 合 を 除 き 、 県 税 事 務 所 長

は 、 条 例 第 八 条 第 十 項 の 規 定 に よ り 課 税 地 と す べ

き 所 在 地 が 当 該 県 税 事 務 所 以 外 の 県 税 事 務 所 の 所

管 区 域 で あ る と 認 め る と き は 、 当 該 課 税 地 と す べ

き 所 在 地 を 所 管 す る 県 税 事 務 所 長 に そ の 旨 を 通 知

す る と と も に 、 課 税 地 の 指 定 を 依 頼 し な け れ ば な

ら な い 。  

第 四 条  前 条 に 規 定 す る 場 合 を 除 き 、 県 税 事 務 所 の

長 （ 以 下 「 県 税 事 務 所 長 」 と い う 。 ） は 、 条 例 第 八

条 第 十 項 の 規 定 に よ り 課 税 地 と す べ き 所 在 地 が 当

該 県 税 事 務 所 以 外 の 県 税 事 務 所 の 所 管 区 域 で あ る

と 認 め る と き は 、 当 該 課 税 地 と す べ き 所 在 地 を 所

管 す る 県 税 事 務 所 長 に そ の 旨 を 通 知 す る と と も

に 、 課 税 地 の 指 定 を 依 頼 し な け れ ば な ら な い 。  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

（ 県 税 の 減 免 の 取 扱 ）  （ 県 税 の 減 免 の 取 扱 ）  

第 七 条  県 税 事 務 所 長 又 は 自 動 車 税 事 務 所 長 は 、 県

税 の 減 免 に つ い て の 申 請 書 を 受 理 し た 場 合 に お い

て は 、 そ の 実 情 を 調 査 の 上 、 こ れ を 決 定 し な け れ

ば な ら な い 。  

第 七 条  県 税 事 務 所 長 又 は 自 動 車 税 事 務 所 長 は 、 県

税 の 減 免 に つ い て の 申 請 書 を 受 理 し た 場 合 に お い

て は 、 そ の 実 情 を 調 査 の う え 、 異 例 に 属 す る も の

を 除 い て こ れ を 決 定 し 、 異 例 に 属 す る も の に あ つ

て は 申 請 書 に 調 書 を 添 え て 遅 滞 な く 知 事 に 進 達 し

な け れ ば な ら な い 。  

（ ゴ ル フ 場 の 利 用 に 係 る 特 例 税 率 等 の 要 件 ）  （ ゴ ル フ 場 の 利 用 に 係 る 特 例 税 率 等 の 要 件 ）  

第 四 十 二 条 の 二  （ 略 ）  第 四 十 二 条 の 二  （ 略 ）  

２  条 例 第 八 十 二 条 の 二 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る ゴ ル

フ 場 の 利 用 に つ い て 、 規 則 で 定 め る 要 件 は 、 ス ポ

ー ツ 基 本 法 （ 平 成 二 十 三 年 法 律 第 七 十 八 号 ） 第 二

十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 国 民 ス ポ ー ツ 大 会 （ 当 該

国 民 ス ポ ー ツ 大 会 の 予 選 会 を 含 む 。 ） の ゴ ル フ 競

技 の 公 式 練 習 と し て ゴ ル フ を 行 う 場 合 の 当 該 ゴ ル

フ 場 の 利 用 料 金 が 、 当 該 ゴ ル フ 場 の 通 常 の 利 用 料

金 に 比 較 し て 五 分 の 一 以 上 を 軽 減 し た 額 で 定 め ら

れ て い る こ と と す る 。  

２  条 例 第 八 十 二 条 の 二 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る ゴ ル

フ 場 の 利 用 に つ い て 、 規 則 で 定 め る 要 件 は 、 ス ポ

ー ツ 基 本 法 （ 平 成 二 十 三 年 法 律 第 七 十 八 号 ） 第 二

十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 国 民 体 育 大 会 （ 当 該 国 民

体 育 大 会 の 予 選 会 を 含 む 。 ） の ゴ ル フ 競 技 の 公 式

練 習 と し て ゴ ル フ を 行 う 場 合 の 当 該 ゴ ル フ 場 の 利

用 料 金 が 、 当 該 ゴ ル フ 場 の 通 常 の 利 用 料 金 に 比 較

し て 五 分 の 一 以 上 を 軽 減 し た 額 で 定 め ら れ て い る

こ と と す る 。  

３ ～ ５  （ 略 ）  ３ ～ ５  （ 略 ）  
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（ 免 税 証 を 紛 失 し た 場 合 の 処 置 ）  （ 免 税 証 を 紛 失 し た 場 合 の 処 置 ）  

第 六 十 八 条 の 八  （ 略 ）  第 六 十 八 条 の 八  （ 略 ）  
２  県 税 事 務 所 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 紛 失 届 を 受

け た と き は 、 直 ち に そ の 事 実 を 調 査 し 、 調 書 を 添

え て 知 事 に 進 達 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 当

該 紛 失 届 に つ い て 、 免 税 証 の 有 効 期 限 の 属 す る 月

の 翌 々 月 以 後 に 提 出 さ れ た 場 合 は 、 知 事 へ の 進 達

を 省 略 す る こ と が で き る 。  

２  県 税 事 務 所 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 紛 失 届 を 受

け た と き は 、 直 ち に そ の 事 実 を 調 査 し 、 調 書 を 添

え て 知 事 に 進 達 し な け れ ば な ら な い 。  

３  知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 進 達 が あ つ た と き は 、

遅 滞 な く そ の 免 税 証 が 無 効 で あ る 旨 を 県 公 報 に よ

り 公 告 す る と と も に 、 別 に 定 め る も の に つ い て は 、

関 係 都 道 府 県 に 通 知 す る も の と す る 。  

３  知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 進 達 が あ つ た と き は 、

遅 滞 な く そ の 免 税 証 が 無 効 で あ る 旨 を 県 公 報 に よ

り 公 告 す る と と も に 、 関 係 都 道 府 県 に 通 知 す る も

の と す る 。  

第 百 二 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。   
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第 102号様式（第 85条関係） 
 

県税事務所長 宛て 

 
※ 

検 了 
   

      

    年 度 狩 猟 税 収 入 証 紙 納 付 書 

納
税
義
務
者 

住 所  職 業  

 ※ 登 録 番 号 網猟  わな猟  第一種銃猟  第二種銃猟  第  号 

氏 名 
 

 ※登録年月日 年    月    日    

税 率 の 区 分 

狩猟の登録の種類 

 

 

 

 

狩猟者の登録を受ける者 

イ 

全域に係る狩猟

者の登録 

ロ 

三重県県税条例

第190条第2項第1

号の登録 

(放鳥獣猟区) 

ハ 

三重県県税条例

第190条第2項第2

号の登録 

(放鳥獣猟区等) 

ニ 

三重県県税条例

附則第24条の2

第1項の登録 

（許可証） 

 

ホ 

三重県県税条例

附則第24条の2

第2項の登録 

（従事者証） 

① 
第一種銃猟免許に係る狩猟者
の登録を受ける者で、②に掲

げる者以外のもの 
16,500円 4,100円 12,300円 8,200円 8,200円 

② 

第一種銃猟免許に係る狩猟者
の登録を受ける者で、当該年
度の道府県民税の所得割額を

納付することを要しないもの
のうち、同一生計配偶者又は
扶養親族に該当する者（農

業、水産業又は林業に従事し
ている者を除く。）以外の者 

11,000円 2,700円 8,200円 5,500円 5,500円 

③ 
網猟免許又はわな猟免許に係
る狩猟者の登録を受ける者

で、④に掲げる者以外のもの 
8,200円 2,000円 6,100円 4,100円 4,100円 

④ 

網猟免許又はわな猟免許に係
る狩猟者の登録を受ける者
で、当該年度の道府県民税の

所得割額を納付することを要
しないもののうち、同一生計
配偶者又は扶養親族に該当す

る者（農業、水産業又は林業
に従事している者を除く。）
以外の者 

5,500円 1,300円 4,100円 2,700円 2,700円 

⑤ 
第二種銃猟免許に係る狩猟者

の登録を受ける者 
5,500円 1,300円 4,100円 2,700円 2,700円 

証紙はり

付 欄 
 

 注 １ 該当する税額欄を○で囲んでください。 

   ２ 収入証紙は、納税義務者において消印しないでください。消印すると無効となります。 

   ３ ②又は④に該当する場合は、市町村長の証明書が必要です。 

   ４ ※印欄は、記入しないでください。 
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第 百 四 号 様 式 中 「 控除対象配偶者 」 を 「同一生計配偶者 」 に 、 「同項第 8 号 」 を 「同項第 9 号 」 に 改 め る 。  

第 二 条  三 重 県 県 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

目 次  

第 一 章  （ 略 ）  

第 二 章  普 通 税  

第 一 節 ～ 第 五 節  （ 略 ）  

  第 六 節  削 除  

 

第 六 節 の 二 ～ 第 十 節  （ 略 ）  

第 三 章  （ 略 ）  

附 則   

目 次  

第 一 章  （ 略 ）  

第 二 章  普 通 税  

第 一 節 ～ 第 五 節  （ 略 ）  

第 六 節  自 動 車 取 得 税 （ 第 五 十 三 条 ― 第 六 十 七

条 ）  

第 六 節 の 二 ～ 第 十 節  （ 略 ）  

第 三 章  （ 略 ）  

附 則   

（ 条 例 第 六 条 の 二 第 二 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る

事 務 ）  

（ 条 例 第 六 条 の 二 第 二 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る

事 務 ）  

第 二 条  条 例 第 六 条 の 二 第 二 項 に 規 定 す る 規 則 で 定

め る 事 務 は 、 自 動 車 税 種 別 割 に 係 る 徴 収 金 の 賦 課

徴 収 に 関 す る 事 務 （ 証 紙 徴 収 に 係 る も の を 除 く 。 ）

の う ち 、 調 査 に 関 す る も の （ 県 税 事 務 所 の 長 （ 以

下 「 県 税 事 務 所 長 」 と い う 。 ） が 行 う も の に 限 る 。 ） 、

督 促 状 発 付 後 の 当 該 徴 収 金 の 徴 収 及 び 滞 納 処 分 に

関 す る も の と す る 。  

第 二 条  条 例 第 六 条 の 二 第 二 項 に 規 定 す る 規 則 で 定

め る 事 務 は 、 自 動 車 税 に 係 る 徴 収 金 の 賦 課 徴 収 に

関 す る 事 務 （ 証 紙 徴 収 に 係 る も の を 除 く 。 ） の う

ち 、 調 査 に 関 す る も の （ 県 税 事 務 所 の 長 （ 以 下 「 県

税 事 務 所 長 」 と い う 。 ） が 行 う も の に 限 る 。 ） 、 督

促 状 発 付 後 の 当 該 徴 収 金 の 徴 収 及 び 滞 納 処 分 に 関

す る も の と す る 。  

（ 徴 収 金 の 納 付 又 は 納 入 の 方 法 等 ）  （ 徴 収 金 の 納 付 又 は 納 入 の 方 法 等 ）  

第 十 六 条  条 例 第 十 四 条 の 三 の 規 定 に よ り 県 の 徴 収

金 を 指 定 金 融 機 関 に 納 付 若 し く は 納 入 又 は 郵 便 局

（ 簡 易 郵 便 局 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二 百 十 三 号 ）

第 二 条 に 規 定 す る 郵 便 窓 口 業 務 を 行 う 日 本 郵 便 株

式 会 社 の 営 業 所 で あ つ て 郵 政 民 営 化 法 （ 平 成 十 七

年 法 律 第 九 十 七 号 ） 第 九 十 四 条 に 規 定 す る 郵 便 貯

金 銀 行 を 銀 行 法 （ 昭 和 五 十 六 年 法 律 第 五 十 九 号 ）

第 二 条 第 十 六 項 に 規 定 す る 所 属 銀 行 と す る 同 条 第

十 四 項 に 規 定 す る 銀 行 代 理 業 の 業 務 を 行 う も の を

い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 払 込 み を す る 場 合 に お い て

は 、 第 十 六 号 様 式 （ 当 該 書 類 （ 個 人 の 事 業 税 （ 以 下

「 個 人 事 業 税 」 と い う 。 ） 、 不 動 産 取 得 税 及 び 自 動

車 税 種 別 割 に 係 る も の に 限 る 。 ） に 記 載 す べ き 事

項 を 記 録 し た 電 磁 的 記 録 （ 電 子 的 方 式 、 磁 気 的 方

式 そ の 他 人 の 知 覚 に よ つ て は 認 識 す る こ と が で き

な い 方 式 で 作 ら れ る 記 録 で あ つ て 、 電 子 計 算 機 に

よ る 情 報 処 理 の 用 に 供 さ れ る も の を い う 。 ） を 含

む 。 ） 又 は 法 施 行 規 則 第 十 二 号 の 二 様 式 、 第 十 二 号

の 六 様 式 、 第 十 二 号 の 九 様 式 、 第 十 二 号 の 十 二 様

式 若 し く は 第 十 六 号 の 四 様 式 に よ ら な け れ ば な ら

な い 。 た だ し 、 郵 便 局 に 払 込 み を す る 場 合 に お い

て は 、 第 十 七 号 様 式 の 二 に よ る 払 込 票 に よ る こ と

が で き る 。  

第 十 六 条  条 例 第 十 四 条 の 三 の 規 定 に よ り 県 の 徴 収

金 を 指 定 金 融 機 関 に 納 付 若 し く は 納 入 又 は 郵 便 局

（ 簡 易 郵 便 局 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二 百 十 三 号 ）

第 二 条 に 規 定 す る 郵 便 窓 口 業 務 を 行 う 日 本 郵 便 株

式 会 社 の 営 業 所 で あ つ て 郵 政 民 営 化 法 （ 平 成 十 七

年 法 律 第 九 十 七 号 ） 第 九 十 四 条 に 規 定 す る 郵 便 貯

金 銀 行 を 銀 行 法 （ 昭 和 五 十 六 年 法 律 第 五 十 九 号 ）

第 二 条 第 十 六 項 に 規 定 す る 所 属 銀 行 と す る 同 条 第

十 四 項 に 規 定 す る 銀 行 代 理 業 の 業 務 を 行 う も の を

い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 払 込 み を す る 場 合 に お い て

は 、 第 十 六 号 様 式 （ 当 該 書 類 （ 個 人 の 事 業 税 （ 以 下

「 個 人 事 業 税 」 と い う 。 ） 、 不 動 産 取 得 税 及 び 自 動

車 税 に 係 る も の に 限 る 。 ） に 記 載 す べ き 事 項 を 記

録 し た 電 磁 的 記 録 （ 電 子 的 方 式 、 磁 気 的 方 式 そ の

他 人 の 知 覚 に よ つ て は 認 識 す る こ と が で き な い 方

式 で 作 ら れ る 記 録 で あ つ て 、 電 子 計 算 機 に よ る 情

報 処 理 の 用 に 供 さ れ る も の を い う 。 ） を 含 む 。 ） 又

は 法 施 行 規 則 第 十 二 号 の 二 様 式 若 し く は 第 十 二 号

の 六 様 式 若 し く は 第 十 二 号 の 九 様 式 若 し く は 第 十

二 号 の 十 二 様 式 若 し く は 第 十 六 号 の 四 様 式 に よ ら

な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 郵 便 局 に 払 込 み を す

る 場 合 に お い て は 、 第 十 七 号 様 式 の 二 に よ る 払 込

票 に よ る こ と が で き る 。  

（ 税 額 の 増 減 額 等 変 更 に 係 る 手 続 ）  （ 税 額 の 増 減 額 等 変 更 に 係 る 手 続 ）  

第 二 十 条 の 三  個 人 事 業 税 、 不 動 産 取 得 税 、 自 動 車

税 種 別 割 、 鉱 区 税 及 び 狩 猟 税 の 税 額 を 変 更 し た 場

合 は 、 そ の 旨 を 第 二 十 三 号 様 式 の 三 に よ る 増 （ 減 ）
第 二 十 条 の 三  個 人 事 業 税 、 不 動 産 取 得 税 、 自 動 車

税 、 鉱 区 税 及 び 狩 猟 税 の 税 額 を 変 更 し た 場 合 は 、

そ の 旨 を 第 二 十 三 号 様 式 の 三 に よ る 増 （ 減 ） 額 通
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額 通 知 書 に よ つ て 、 納 税 者 に 通 知 す る も の と す る 。 知 書 に よ つ て 、 納 税 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

    第 六 節  削 除  第 六 節  自 動 車 取 得 税  
第 五 十 三 条 か ら 第 六 十 七 条 ま で  削 除   

 （ 申 請 書 等 ）  

 第 五 十 三 条  条 例 第 百 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 納 税

義 務 者 が 提 出 す べ き 申 告 書 又 は 条 例 第 百 十 条 第 二

項 の 規 定 に よ り 自 動 車 の 取 得 者 が 提 出 す べ き 報 告

書 は 、 法 施 行 規 則 で 定 め る 様 式 に よ る 。  

 ２  法 第 百 二 十 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 納 税 義 務 者

が 提 出 す べ き 修 正 申 告 書 は 、 第 五 十 三 号 様 式 に よ

る 。  

 （ 証 紙 代 金 収 納 計 器 に よ る 表 示 ）  

 第 五 十 四 条  条 例 第 百 十 一 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 、

証 紙 代 金 収 納 計 器 に よ る 表 示 を 受 け よ う と す る 自

動 車 取 得 税 の 納 税 義 務 者 は 、 証 紙 代 金 収 納 計 器 の

設 置 場 所 に お い て 、 納 付 す べ き 税 額 に 相 当 す る 現

金 を 払 込 み の 上 、 法 施 行 規 則 で 定 め る 申 告 書 に 当

該 表 示 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

 （ 証 紙 代 金 収 納 計 器 取 扱 者 の 指 定 等 ）  

 第 五 十 五 条  証 紙 代 金 収 納 計 器 に よ る 表 示 は 、 知 事

の 指 定 を 受 け た 者 （ 以 下 「 証 紙 代 金 収 納 計 器 取 扱

者 」 と い う 。 ） が 行 う 。  

 ２  前 項 の 指 定 を 受 け よ う と す る 者 は 、 証 紙 代 金 収

納 計 器 の 設 置 場 所 そ の 他 の 必 要 事 項 を 記 載 し た 第

五 十 四 号 様 式 に よ る 申 請 書 を 知 事 に 提 出 し な け れ

ば な ら な い 。  

 ３  知 事 は 、 第 一 項 の 指 定 を す る 場 合 に お い て 必 要

が あ る と 認 め る と き は 、 そ の 者 に つ い て 必 要 な 資

力 及 び 信 用 の 有 無 並 び に 証 紙 代 金 収 納 計 器 の 設 置

予 定 地 の 地 理 的 条 件 を 調 査 す る 。  

 ４  知 事 は 、 第 一 項 の 指 定 を し た と き は 、 次 に 掲 げ

る 事 項 を 告 示 す る 。 指 定 を 取 り 消 し 、 又 は 当 該 事

項 を 変 更 し た と き も 、 同 様 と す る 。  

一  証 紙 代 金 収 納 計 器 取 扱 者 の 住 所 及 び 氏 名  

二  証 紙 代 金 収 納 計 器 の 設 置 場 所  

三  そ の 他 必 要 な 事 項  

 （ 証 紙 代 金 収 納 計 器 の 取 扱 い 等 ）  

 第 五 十 六 条  証 紙 代 金 収 納 計 器 取 扱 者 は 、 証 紙 代 金

収 納 計 器 の 設 置 場 所 に 第 五 十 五 号 様 式 に よ る 標 札

を 掲 げ な け れ ば な ら な い 。  

 ２  証 紙 代 金 収 納 計 器 取 扱 者 は 、 証 紙 代 金 収 納 計 器

の 始 動 に 必 要 な 票 札 （ 以 下 「 始 動 票 札 」 と い う 。 ）

を あ ら か じ め 自 動 車 税 事 務 所 長 か ら 買 い 受 け な け

れ ば な ら な い 。  

 ３  前 項 の 始 動 票 札 は 、 第 五 十 六 号 様 式 に よ る 。  

 ４  証 紙 代 金 収 納 計 器 取 扱 者 は 、 第 五 十 四 条 の 規 定

に よ り 自 動 車 取 得 税 の 納 税 義 務 者 か ら 納 付 す べ き

税 額 に 相 当 す る 現 金 を 受 け 取 つ た と き は 、 証 紙 代

金 収 納 計 器 に よ り 証 紙 代 金 収 納 印 を 表 示 し な け れ

ば な ら な い 。  
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 ５  前 項 の 証 紙 代 金 収 納 印 の 印 影 の 形 式 は 、 第 五 十

七 号 様 式 に よ る 。  

 （ 始 動 票 札 買 受 け の 手 続 等 ）  

 第 五 十 七 条  証 紙 代 金 収 納 計 器 取 扱 者 は 、 始 動 票 札

を 買 い 受 け よ う と す る と き は 、 買 い 受 け よ う と す

る 始 動 票 札 の 種 類 そ の 他 の 必 要 事 項 を 記 載 し た 買

受 申 込 書 を 自 動 車 税 事 務 所 長 に 提 出 し な け れ ば な

ら な い 。  

 ２  証 紙 代 金 収 納 計 器 取 扱 者 は 、 始 動 票 札 を 買 い 受

け た と き は 、 直 ち に 受 領 書 を 自 動 車 税 事 務 所 長 に

提 出 す る と と も に 、 当 該 買 受 け の 日 か ら 起 算 し て

三 日 以 内 に 当 該 始 動 票 札 の 買 受 代 金 を 納 付 し な け

れ ば な ら な い 。  

 ３  証 紙 代 金 収 納 計 器 取 扱 者 は 、 始 動 票 札 の 買 受 代

金 を 前 項 の 期 限 後 に 納 付 す る 場 合 に お い て は 、 そ

の 期 限 の 翌 日 か ら 納 付 の 日 ま で の 期 間 の 日 数 に 応

じ 、 当 該 納 付 金 額 に 年 一 四 ・ 六 パ ー セ ン ト の 割 合

を 乗 じ て 計 算 し た 金 額 に 相 当 す る 延 滞 金 を 併 せ て

納 付 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 証 紙 代 金 収 納 計 器 取 扱 手 数 料 ）  

 第 五 十 八 条  証 紙 代 金 収 納 計 器 取 扱 者 に 対 し て は 、

知 事 の 定 め る 額 の 証 紙 代 金 収 納 計 器 取 扱 手 数 料 を

支 払 う 。  

 （ 証 紙 代 金 収 納 計 器 の 使 用 状 況 報 告 ）  

 第 五 十 九 条  証 紙 代 金 収 納 計 器 取 扱 者 は 、 毎 日 の 証

紙 代 金 収 納 計 器 の 使 用 状 況 を そ の 翌 日 に 、 毎 月 の

証 紙 代 金 収 納 計 器 の 使 用 状 況 を そ の 翌 月 の 三 日 ま

で に 自 動 車 税 事 務 所 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な

い 。  

 （ 証 紙 代 金 収 納 計 器 の 使 用 状 況 調 査 等 ）  

 第 六 十 条  自 動 車 税 事 務 所 長 は 、 必 要 が あ る と 認 め

る と き は 、 証 紙 代 金 収 納 計 器 の 使 用 状 況 を 調 査 し 、

又 は 証 紙 代 金 収 納 計 器 取 扱 者 に 対 し 必 要 な 指 示 を

す る こ と が で き る 。  

 （ 証 紙 代 金 収 納 印 の 印 影 の 無 効 ）  

 第 六 十 一 条  著 し く 汚 染 し 、 又 は き 損 し た 証 紙 代 金

収 納 印 の 印 影 は 、 無 効 と す る 。  

 （ 始 動 票 札 の 返 還 等 ）  

 第 六 十 二 条  始 動 票 札 は 、 こ れ を 返 還 し て 現 金 の 還

付 を 受 け 、 又 は 交 換 す る こ と が で き な い 。 た だ し 、

次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は 、 こ の 限

り で な い 。  

一  始 動 票 札 の 形 式 を 変 更 し 、 又 は 廃 止 し た と き 。 

二  証 紙 代 金 収 納 計 器 取 扱 者 の 指 定 を 取 り 消 し た

と き 。  

三  そ の 他 自 動 車 税 事 務 所 長 が や む を 得 な い と 認

め た と き 。  

 ２  前 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お い て 、

始 動 票 札 を 返 還 し 、 又 は 交 換 し よ う と す る 者 は 、

始 動 票 札 返 還 （ 交 換 ） 申 請 書 を 自 動 車 税 事 務 所 長
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に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 ３  自 動 車 税 事 務 所 長 は 、 前 項 の 申 請 書 の 提 出 が あ

つ た と き は 、 そ の 内 容 を 調 査 の 上 、 適 当 と 認 め る

も の に つ い て そ の 返 還 を 受 け 、 又 は 交 換 を す る こ

と が で き る 。  

 ４  始 動 票 札 を 返 還 の 上 、 そ の 買 受 代 金 の 還 付 を 受

け よ う と す る 者 は 、 買 受 代 金 還 付 請 求 書 を 自 動 車

税 事 務 所 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 ５  証 紙 代 金 収 納 計 器 取 扱 者 は 、 使 用 済 と な つ た 始

動 票 札 は 、 始 動 票 札 返 納 書 に よ り 、 速 や か に 自 動

車 税 事 務 所 長 に 返 納 し な け れ ば な ら な い 。  

 ６  証 紙 代 金 収 納 計 器 取 扱 者 は 、 始 動 票 札 受 払 簿 に

よ り 、 始 動 票 札 の 受 払 い の 状 況 を 明 ら か に し て お

か な け れ ば な ら な い 。  

 （ 誤 表 示 の 取 扱 い ）  

 第 六 十 三 条  証 紙 代 金 収 納 計 器 取 扱 者 は 、 証 紙 代 金

収 納 計 器 に よ り 正 当 額 を 超 え る 額 を 表 示 し た と き

は 、 当 該 表 示 に 係 る 証 紙 代 金 収 納 印 の 印 影 を 第 五

十 八 号 様 式 に よ る 誤 表 示 印 に よ り 判 明 に 消 印 し 、

正 当 額 を 再 表 示 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に

お い て 、 証 紙 代 金 収 納 計 器 取 扱 者 は 、 誤 表 示 確 認

書 に 必 要 事 項 を 記 載 の 上 、 当 該 申 告 書 を 添 え て 、

直 ち に 自 動 車 税 事 務 所 長 の 確 認 を 受 け な け れ ば な

ら な い 。  

 ２  前 項 の 規 定 に よ り 消 印 し た 額 に 相 当 す る 金 額 の

還 付 を 受 け よ う と す る 証 紙 代 金 収 納 計 器 取 扱 者

は 、 当 該 誤 表 示 額 の 還 付 請 求 書 を 自 動 車 税 事 務 所

長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 納 税 済 印 ）  

 第 六 十 四 条  条 例 第 百 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 納 税

済 印 は 、 第 五 十 九 号 様 式 に よ る 。  

 （ 納 税 義 務 の 履 行 ）  

 第 六 十 五 条  条 例 第 百 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 徴

収 す る 自 動 車 取 得 税 の 納 税 義 務 は 、 同 項 の 規 定 に

よ る 表 示 を 受 け た 申 告 書 の 受 理 が あ つ た と き 又 は

同 項 の 規 定 に よ る 納 税 済 印 の 押 印 の あ つ た と き に

履 行 さ れ た も の と す る 。  

 （ 免 除 申 告 書 等 ）  

 第 六 十 六 条  条 例 第 百 十 二 条 第 七 項 の 規 定 に よ り 提

出 す る 免 除 申 告 書 若 し く は 徴 収 金 の 還 付 申 請 書 又

は 条 例 第 百 十 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 提 出 す る 免

除 申 請 書 若 し く は 徴 収 金 の 還 付 申 請 書 は 、 第 六 十

号 様 式 に よ る 。  

 ２  条 例 第 百 十 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 徴 収 を 猶 予

し 、 又 は 同 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 徴 収 猶 予 を 取 り

消 す 場 合 は 、 第 七 号 様 式 の 二 に よ る 徴 収 猶 予 承 認

通 知 書 又 は 第 七 号 様 式 の 七 に よ る 徴 収 猶 予 取 消 通

知 書 に よ つ て 、 申 告 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 

 （ 条 例 第 百 十 四 条 第 二 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る  

書 類 ）  
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 第 六 十 七 条  条 例 第 百 十 四 条 第 二 項 に 定 め る 書 類

は 、 身 体 障 害 者 に あ つ て は 身 体 障 害 者 福 祉 法 （ 昭

和 二 十 四 年 法 律 第 二 百 八 十 三 号 ） 第 十 五 条 の 規 定

に よ り 交 付 さ れ た 身 体 障 害 者 手 帳 、 戦 傷 病 者 に あ

つ て は 戦 傷 病 者 特 別 援 護 法 （ 昭 和 三 十 八 年 法 律 第

百 六 十 八 号 ） 第 四 条 の 規 定 に よ り 交 付 さ れ た 戦 傷

病 者 手 帳 、 知 的 障 害 者 に あ つ て は 厚 生 労 働 大 臣 の

定 め る と こ ろ に よ り 交 付 さ れ た 療 育 手 帳 、 精 神 障

害 者 に あ つ て は 精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関

す る 法 律 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ） 第 四

十 五 条 の 規 定 に よ り 交 付 さ れ た 精 神 障 害 者 保 健 福

祉 手 帳 と す る 。  

（ 申 告 書 等 ）  （ 申 告 書 ）  

第 六 十 九 条  条 例 第 百 三 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り

納 税 義 務 者 が 提 出 す べ き 申 告 書 又 は 条 例 第 百 三 十

四 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 自 動 車 の 取 得 者 が 提 出 す

べ き 報 告 書 は 、 法 施 行 規 則 で 定 め る 様 式 に よ る 。  
第 六 十 九 条  

２  法 第 百 六 十 一 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 納 税 義 務 者

が 提 出 す べ き 修 正 申 告 書 は 、 第 五 十 三 号 様 式 に よ

る 。  

 

３  条 例 第 百 三 十 七 条 の 九 第 一 項 の 規 定 に よ り 納 税

義 務 者 が 提 出 す べ き 申 告 書 は 、 法 施 行 規 則 で 定 め

る 様 式 に よ る 。  

条 例 第 百 三 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 納 税 義 務 者

が 提 出 す べ き 申 告 書 は 、 法 施 行 規 則 で 定 め る 様 式

に よ る 。  

４  条 例 第 百 三 十 七 条 の 九 第 二 項 の 規 定 に よ り 納 税

義 務 者 が 提 出 す べ き 申 告 書 は 、 法 施 行 規 則 で 定 め

る 様 式 に よ る 。  

２  条 例 第 百 三 十 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 納 税 義 務 者

が 提 出 す べ き 申 告 書 は 、 法 施 行 規 則 で 定 め る 様 式

に よ る 。  

（ 証 紙 代 金 収 納 計 器 に よ る 表 示 ）  （ 自 動 車 税 に 係 る 証 紙 代 金 収 納 印 の 表 示 等 ）  

第 六 十 九 条 の 二  条 例 第 百 三 十 五 条 第 三 項 又 は 第 百

三 十 七 条 の 八 第 六 項 の 規 定 に よ り 、 証 紙 代 金 収 納

計 器 に よ る 表 示 を 受 け よ う と す る 自 動 車 税 の 納 税

義 務 者 は 、 証 紙 代 金 収 納 計 器 の 設 置 場 所 に お い て 、

納 付 す べ き 税 額 に 相 当 す る 現 金 を 払 込 み の 上 、 法

施 行 規 則 で 定 め る 申 告 書 に 当 該 表 示 を 受 け な け れ

ば な ら な い 。  

第 六 十 九 条 の 二  自 動 車 税 に 係 る 証 紙 代 金 収 納 計 器

に よ る 表 示 、 証 紙 代 金 収 納 印 そ の 他 証 紙 代 金 収 納

計 器 の 取 扱 い 等 に 関 し て は 、 第 五 十 四 条 か ら 第 六

十 三 条 ま で 及 び 第 六 十 五 条 の 規 定 を 準 用 す る 。  

（ 証 紙 代 金 収 納 計 器 取 扱 者 の 指 定 等 ）   

第 六 十 九 条 の 二 の 二  証 紙 代 金 収 納 計 器 に よ る 表 示

は 、 知 事 の 指 定 を 受 け た 者 （ 以 下 「 証 紙 代 金 収 納

計 器 取 扱 者 」 と い う 。 ） が 行 う 。  

 

２  前 項 の 指 定 を 受 け よ う と す る 者 は 、 証 紙 代 金 収

納 計 器 の 設 置 場 所 そ の 他 の 必 要 事 項 を 記 載 し た 第

五 十 四 号 様 式 に よ る 申 請 書 を 知 事 に 提 出 し な け れ

ば な ら な い 。  

 

３  知 事 は 、 第 一 項 の 指 定 を す る 場 合 に お い て 必 要

が あ る と 認 め る と き は 、 そ の 者 に つ い て 必 要 な 資

力 及 び 信 用 の 有 無 並 び に 証 紙 代 金 収 納 計 器 の 設 置

予 定 地 の 地 理 的 条 件 を 調 査 す る 。  

 

４  知 事 は 、 第 一 項 の 指 定 を し た と き は 、 次 に 掲 げ

る 事 項 を 告 示 す る 。 指 定 を 取 り 消 し 、 又 は 当 該 事

項 を 変 更 し た と き も 、 同 様 と す る 。  

 

一  証 紙 代 金 収 納 計 器 取 扱 者 の 住 所 及 び 氏 名   
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二  証 紙 代 金 収 納 計 器 の 設 置 場 所   

三  そ の 他 必 要 な 事 項   
（ 証 紙 代 金 収 納 計 器 の 取 扱 い 等 ）   

第 六 十 九 条 の 二 の 三  証 紙 代 金 収 納 計 器 取 扱 者 は 、

証 紙 代 金 収 納 計 器 の 設 置 場 所 に 第 五 十 五 号 様 式 に

よ る 標 札 を 掲 げ な け れ ば な ら な い 。  

 

２  証 紙 代 金 収 納 計 器 取 扱 者 は 、 証 紙 代 金 収 納 計 器

の 始 動 に 必 要 な 票 札 （ 以 下 「 始 動 票 札 」 と い う 。 ）

を あ ら か じ め 自 動 車 税 事 務 所 長 か ら 買 い 受 け な け

れ ば な ら な い 。  

 

３  前 項 の 始 動 票 札 は 、 始 動 票 札 入 金 管 理 用 シ ス テ

ム に よ り 交 付 す る 。  

 

４  証 紙 代 金 収 納 計 器 取 扱 者 は 、 第 六 十 九 条 の 二 の

規 定 に よ り 自 動 車 税 の 納 税 義 務 者 か ら 納 付 す べ き

税 額 に 相 当 す る 現 金 を 受 け 取 つ た と き は 、 証 紙 代

金 収 納 計 器 に よ り 証 紙 代 金 収 納 印 を 表 示 し な け れ

ば な ら な い 。  

 

５  前 項 の 証 紙 代 金 収 納 印 の 印 影 の 形 式 は 、 第 五 十

七 号 様 式 に よ る 。  

 

（ 始 動 票 札 買 受 け の 手 続 等 ）   

第 六 十 九 条 の 二 の 四  証 紙 代 金 収 納 計 器 取 扱 者 は 、

始 動 票 札 を 買 い 受 け よ う と す る と き は 、 買 い 受 け

よ う と す る 始 動 票 札 の 種 類 そ の 他 の 必 要 事 項 を 記

載 し た 買 受 申 込 書 を 自 動 車 税 事 務 所 長 に 提 出 し な

け れ ば な ら な い 。  

 

２  証 紙 代 金 収 納 計 器 取 扱 者 は 、 始 動 票 札 を 買 い 受

け た と き は 、 直 ち に 受 領 書 を 自 動 車 税 事 務 所 長 に

提 出 す る と と も に 、 当 該 買 受 け の 日 か ら 起 算 し て

三 日 以 内 に 当 該 始 動 票 札 の 買 受 代 金 を 納 付 し な け

れ ば な ら な い 。  

 

３  証 紙 代 金 収 納 計 器 取 扱 者 は 、 始 動 票 札 の 買 受 代

金 を 前 項 の 期 限 後 に 納 付 す る 場 合 に お い て は 、 そ

の 期 限 の 翌 日 か ら 納 付 の 日 ま で の 期 間 の 日 数 に 応

じ 、 当 該 納 付 金 額 に 年 十 四 ・ 六 パ ー セ ン ト の 割 合

を 乗 じ て 計 算 し た 金 額 に 相 当 す る 延 滞 金 を 併 せ て

納 付 し な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 証 紙 代 金 収 納 計 器 取 扱 手 数 料 ）   

第 六 十 九 条 の 二 の 五  証 紙 代 金 収 納 計 器 取 扱 者 に 対

し て は 、 知 事 の 定 め る 額 の 証 紙 代 金 収 納 計 器 取 扱

手 数 料 を 支 払 う 。  

 

（ 証 紙 代 金 収 納 計 器 の 使 用 状 況 報 告 ）   

第 六 十 九 条 の 二 の 六  証 紙 代 金 収 納 計 器 取 扱 者 は 、

毎 日 の 証 紙 代 金 収 納 計 器 の 使 用 状 況 を そ の 翌 日

に 、 毎 月 の 証 紙 代 金 収 納 計 器 の 使 用 状 況 を そ の 翌

月 の 三 日 ま で に 自 動 車 税 事 務 所 長 に 報 告 し な け れ

ば な ら な い 。  

 

（ 証 紙 代 金 収 納 計 器 の 使 用 状 況 調 査 等 ）   

第 六 十 九 条 の 二 の 七  自 動 車 税 事 務 所 長 は 、 必 要 が

あ る と 認 め る と き は 、 証 紙 代 金 収 納 計 器 の 使 用 状

況 を 調 査 し 、 又 は 証 紙 代 金 収 納 計 器 取 扱 者 に 対 し
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必 要 な 指 示 を す る こ と が で き る 。  

（ 証 紙 代 金 収 納 印 の 印 影 の 無 効 ）   
第 六 十 九 条 の 二 の 八  著 し く 汚 染 し 、 又 は き 損 し た

証 紙 代 金 収 納 印 の 印 影 は 、 無 効 と す る 。  

 
（ 始 動 票 札 の 返 還 等 ）   

第 六 十 九 条 の 二 の 九  始 動 票 札 は 、 こ れ を 返 還 し て

現 金 の 還 付 を 受 け 、 又 は 交 換 す る こ と が で き な い 。

た だ し 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は 、

こ の 限 り で な い 。  

 

一  始 動 票 札 の 形 式 を 変 更 し 、 又 は 廃 止 し た と き 。  

二  証 紙 代 金 収 納 計 器 取 扱 者 の 指 定 を 取 り 消 し た

と き 。  

 

三  そ の 他 自 動 車 税 事 務 所 長 が や む を 得 な い と 認

め た と き 。  

 

２  前 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お い て 、

始 動 票 札 を 返 還 し 、 又 は 交 換 し よ う と す る 者 は 、

始 動 票 札 返 還 （ 交 換 ） 申 請 書 を 自 動 車 税 事 務 所 長

に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 

３  自 動 車 税 事 務 所 長 は 、 前 項 の 申 請 書 の 提 出 が あ

つ た と き は 、 そ の 内 容 を 調 査 の 上 、 適 当 と 認 め る

も の に つ い て そ の 返 還 を 受 け 、 又 は 交 換 を す る こ

と が で き る 。  

 

４  始 動 票 札 を 返 還 の 上 、 そ の 買 受 代 金 の 還 付 を 受

け よ う と す る 者 は 、 買 受 代 金 還 付 請 求 書 を 自 動 車

税 事 務 所 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 

５  証 紙 代 金 収 納 計 器 取 扱 者 は 、 使 用 済 と な つ た 始

動 票 札 は 、 始 動 票 札 返 納 書 に よ り 、 速 や か に 自 動

車 税 事 務 所 長 に 返 納 し な け れ ば な ら な い 。  

 

６  証 紙 代 金 収 納 計 器 取 扱 者 は 、 始 動 票 札 受 払 簿 に

よ り 、 始 動 票 札 の 受 払 い の 状 況 を 明 ら か に し て お

か な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 誤 表 示 の 取 扱 い ）   

第 六 十 九 条 の 二 の 十  証 紙 代 金 収 納 計 器 取 扱 者 は 、

証 紙 代 金 収 納 計 器 に よ り 正 当 額 を 超 え る 額 を 表 示

し た と き は 、 当 該 表 示 に 係 る 証 紙 代 金 収 納 印 の 印

影 を 第 五 十 八 号 様 式 に よ る 誤 表 示 印 に よ り 判 明 に

消 印 し 、 正 当 額 を 再 表 示 し な け れ ば な ら な い 。 こ

の 場 合 に お い て 、 証 紙 代 金 収 納 計 器 取 扱 者 は 、 誤

表 示 確 認 書 に 必 要 事 項 を 記 載 の 上 、 当 該 申 告 書 を

添 え て 、 直 ち に 自 動 車 税 事 務 所 長 の 確 認 を 受 け な

け れ ば な ら な い 。  

 

２  前 項 の 規 定 に よ り 消 印 し た 額 に 相 当 す る 金 額 の

還 付 を 受 け よ う と す る 証 紙 代 金 収 納 計 器 取 扱 者

は 、 当 該 誤 表 示 額 の 還 付 請 求 書 を 自 動 車 税 事 務 所

長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 納 税 済 印 ）  （ 納 税 済 印 ）  

第 六 十 九 条 の 三  条 例 第 百 三 十 五 条 第 一 項 又 は 第 百

三 十 七 条 の 八 第 四 項 に 規 定 す る 納 税 済 印 は 、 第 八

十 四 号 様 式 に よ る 。  

第 六 十 九 条 の 三  条 例 第 百 二 十 九 条 第 四 項 に 規 定 す

る 納 税 済 印 は 、 第 八 十 四 号 様 式 に よ る 。  

（ 納 税 義 務 の 履 行 ）   
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第 六 十 九 条 の 三 の 二  条 例 第 百 三 十 五 条 第 一 項 又 は

第 百 三 十 七 条 の 八 第 四 項 の 規 定 に よ り 徴 収 す る 自

動 車 税 の 納 税 義 務 は 、 条 例 第 百 三 十 五 条 第 一 項 又

は 第 百 三 十 七 条 の 八 第 四 項 の 規 定 の 規 定 に よ る 表

示 を 受 け た 申 告 書 の 受 理 が あ つ た と き 又 は 納 税 済

印 の 押 印 の あ つ た と き に 履 行 さ れ た も の と す る 。  

 

（ 免 除 申 告 書 等 ）   

第 六 十 九 条 の 三 の 三  条 例 第 百 三 十 七 条 第 八 項 の 規

定 に よ り 提 出 す る 免 除 申 告 書 若 し く は 徴 収 金 の 還

付 申 請 書 又 は 条 例 第 百 三 十 七 条 の 二 第 三 項 の 規 定

に よ り 提 出 す る 免 除 申 請 書 若 し く は 徴 収 金 の 還 付

申 請 書 は 、 第 六 十 号 様 式 に よ る 。  

 

２  条 例 第 百 三 十 七 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 徴 収 を 猶

予 し 、 又 は 同 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 徴 収 猶 予 を 取

り 消 す 場 合 は 、 第 七 号 様 式 の 二 に よ る 徴 収 猶 予 承

認 通 知 書 又 は 第 七 号 様 式 の 七 に よ る 徴 収 猶 予 取 消

通 知 書 に よ つ て 、 申 告 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な

い 。  

 

（ 条 例 第 百 三 十 七 条 の 三 第 二 項 又 は 第 百 三 十 七 条

の 十 三 第 二 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 書 類 ）  

 

第 六 十 九 条 の 三 の 四  条 例 第 百 三 十 七 条 の 三 第 二 項

又 は 第 百 三 十 七 条 の 十 三 第 二 項 に 定 め る 書 類 は 、

身 体 障 害 者 に あ つ て は 身 体 障 害 者 福 祉 法 （ 昭 和 二

十 四 年 法 律 第 二 百 八 十 三 号 ） 第 十 五 条 の 規 定 に よ

り 交 付 さ れ た 身 体 障 害 者 手 帳 、 戦 傷 病 者 に あ つ て

は 戦 傷 病 者 特 別 援 護 法 （ 昭 和 三 十 八 年 法 律 第 百 六

十 八 号 ） 第 四 条 の 規 定 に よ り 交 付 さ れ た 戦 傷 病 者

手 帳 、 知 的 障 害 者 に あ つ て は 厚 生 労 働 大 臣 の 定 め

る と こ ろ に よ り 交 付 さ れ た 療 育 手 帳 、 精 神 障 害 者

に あ つ て は 精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る

法 律 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ） 第 四 十 五

条 の 規 定 に よ り 交 付 さ れ た 精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手

帳 と す る 。  

 

（ 条 例 第 百 三 十 七 条 の 十 一 第 二 項 に 規 定 す る 規 則

で 定 め る 期 限 ）  

（ 条 例 第 百 三 十 三 条 の 二 第 二 項 に 規 定 す る 規 則 で

定 め る 期 限 ）  

第 六 十 九 条 の 四  条 例 第 第 百 三 十 七 条 の 十 一 第 二 項

に 定 め る 期 限 は 、 納 期 限 と す る 。 た だ し 、 別 に 定

め る 申 請 期 限 が あ る 場 合 に あ つ て は 、 当 該 申 請 期

限 と す る 。  

第 六 十 九 条 の 四  条 例 第 百 三 十 三 条 の 二 第 二 項 に 定

め る 期 限 は 、 納 期 限 と す る 。 た だ し 、 別 に 定 め る

申 請 期 限 が あ る 場 合 に あ つ て は 、 当 該 申 請 期 限 と

す る 。  

 （ 条 例 第 百 三 十 五 条 第 二 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め

る 書 類 ）  

 第 六 十 九 条 の 五  条 例 第 百 三 十 五 条 第 二 項 に 定 め る

書 類 は 、 第 六 十 七 条 に 規 定 す る 書 類 と す る 。  

（ 条 例 第 百 三 十 七 条 の 十 四 第 二 項 に 規 定 す る 規 則

で 定 め る 書 類 ）  

（ 条 例 第 百 三 十 六 条 第 二 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め

る 書 類 ）  

第 六 十 九 条 の 五  条 例 第 百 三 十 七 条 の 十 四 第 二 項 に

規 定 す る 規 則 で 定 め る 書 類 は 、 次 に 掲 げ る 書 類 と

す る 。  

第 六 十 九 条 の 六  条 例 第 百 三 十 六 条 第 二 項 に 規 定 す

る 規 則 で 定 め る 書 類 は 、 次 に 掲 げ る 書 類 と す る 。  

一  条 例 第 百 三 十 七 条 の 十 四 第 一 項 に 規 定 す る 商

品 中 古 自 動 車 で あ る こ と を 証 明 す る 書 類  

一  条 例 第 百 三 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 商 品 中 古

自 動 車 で あ る こ と を 証 明 す る 書 類  
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二  （ 略 ）  二  （ 略 ）  

（ 納 税 証 明 書 等 ）  （ 納 税 証 明 書 等 ）  
第 七 十 条  道 路 運 送 車 両 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 百

八 十 五 号 ） 第 九 十 七 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 自

動 車 税 種 別 割 納 税 証 明 書 の 様 式 は 、 第 八 十 五 号 様

式 又 は 第 八 十 五 号 様 式 の 四 に よ る 。  

第 七 十 条  道 路 運 送 車 両 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 百

八 十 五 号 ） 第 九 十 七 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 自

動 車 税 納 税 証 明 書 の 様 式 は 、 第 八 十 五 号 様 式 、 第

八 十 五 号 様 式 の 二 、 第 八 十 五 号 様 式 の 三 又 は 第 八

十 五 号 様 式 の 四 に よ る 。  

２  県 税 事 務 所 長 又 は 自 動 車 税 事 務 所 長 は 、 納 税 者

か ら 自 動 車 税 種 別 割 納 税 証 明 書 の 交 付 の 申 請 が あ

つ た 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、

前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 第 八 十 五 号 様 式 の 六 に

よ る 自 動 車 税 種 別 割 納 税 証 明 書 を 交 付 す る も の と

す る 。  

２  県 税 事 務 所 長 又 は 自 動 車 税 事 務 所 長 は 、 納 税 者

か ら 自 動 車 税 納 税 証 明 書 の 交 付 の 申 請 が あ つ た 場

合 に お い て 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 前 項 の

規 定 に か か わ ら ず 、 第 八 十 五 号 様 式 の 六 に よ る 自

動 車 税 納 税 証 明 書 を 交 付 す る も の と す る 。  

様 式 目 次 中  

「 七 の 二  第 十 条 、 第 十 一 条 の 二 、

第 六 十 六 条  
徴 収 猶 予 、 換 価 の 猶 予 承 認 通 知 書   

」  

を  

「 七 の 二  第 十 条 、 第 十 一 条 の 二 、

第 六 十 九 条 の 三 の 三  

徴 収 猶 予 、 換 価 の 猶 予 承 認 通 知 書   

」  

に 、  

「 七 の 七  第 十 条 、 第 十 一 条 、 第 十

一 条 の 二 、 第 六 十 六 条  

徴 収 猶 予 、 換 価 の 猶 予 取 消 通 知 書   

」  

を  

「 七 の 七  第 十 条 、 第 十 一 条 、 第 十

一 条 の 二 、 第 六 十 九 条 の

三 の 三  

徴 収 猶 予 、 換 価 の 猶 予 取 消 通 知 書   

 

」  

に 、  

「 十 四  第 十 五 条  還 付 金 等 還 付 （ 充 当 ・ 納 付 委 託 ） 通 知 書 （ 兼 自 動

車 税 減 額 通 知 書 ）  

 

」  

を  

「 十 四  第 十 五 条  還 付 金 等 還 付 （ 充 当 ・ 納 付 委 託 ） 通 知 書 （ 兼 自 動

車 税 種 別 割 減 額 通 知 書 ）  

 

」  

に 、  

「 五 十 三  第 五 十 三 条  自 動 車 取 得 税 修 正 申 告 書    

 五 十 四  第 五 十 五 条  証 紙 代 金 収 納 計 器 取 扱 者 指 定 申 請 書    

 五 十 五  第 五 十 六 条  自 動 車 取 得 税 ・ 自 動 車 税 証 紙 代 金 収 納 計 器 取 扱

所 標 札  

 
 

 五 十 六  第 五 十 六 条  証 紙 代 金 収 納 計 器 始 動 票 札   

を  
 五 十 七  第 五 十 六 条  証 紙 代 金 収 納 印   

 五 十 八  第 六 十 三 条  誤 表 示 印    

 五 十 九  第 六 十 四 条  自 動 車 取 得 税 納 税 済 印    

 六 十  第 六 十 六 条  自 動 車 取 得 税 免 除 、 還 付 申 告 （ 申 請 ） 書  」  

「 五 十 三  第 六 十 九 条  自 動 車 税 環 境 性 能 割 ・ 軽 自 動 車 税 環 境 性 能 割 修

正 申 告 書  

  

 五 十 四  第 六 十 九 条 の 二 の 二  証 紙 代 金 収 納 計 器 取 扱 者 指 定 申 請 書    

 五 十 五  第 六 十 九 条 の 二 の 三  証 紙 代 金 収 納 計 器 取 扱 所 標 札    

 五 十 六  削 除    

に 、  
 五 十 七  第 六 十 九 条 の 二 の 三  証 紙 代 金 収 納 印   

 五 十 八  第 六 十 九 条 の 二 の 十  誤 表 示 印    

 五 十 九  削 除     

 六 十  第 六 十 九 条 の 三 の 三  自 動 車 税 環 境 性 能 割 ・ 軽 自 動 車 税 環 境 性 能 割 免

除 、 還 付 申 告 （ 申 請 ） 書  

 

」 

 

「 八 十 四  第 六 十 九 条 の 三  自 動 車 税 納 税 済 印    

 八 十 五  第 七 十 条  自 動 車 税 納 税 証 明 書 （ 継 続 検 査 ・ 構 造 等 変 更 検

査 用 ）  

  

 八 十 五 の 二  第 七 十 条  自 動 車 税 納 税 証 明 書 （ 継 続 検 査 ・ 構 造 等 変 更 検   
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査 用 ）  

 八 十 五 の 三  第 七 十 条  自 動 車 税 納 税 証 明 書 （ 継 続 検 査 ・ 構 造 等 変 更 検

査 用 ）  

  

を  

 八 十 五 の 四  第 七 十 条  自 動 車 税 納 税 証 明 書 （ 継 続 検 査 ・ 構 造 等 変 更 検

査 用 ）  

  

 八 十 五 の 五  削 除     

 八 十 五 の 六  第 七 十 条  自 動 車 税 納 税 証 明 書 （ 継 続 検 査 ・ 構 造 等 変 更 検

査 用 ）  

 

」 

 

「 八 十 四  第 六 十 九 条 の 三  納 税 済 印    

 八 十 五  第 七 十 条  自 動 車 税 種 別 割 納 税 証 明 書 （ 継 続 検 査 ・ 構 造 等

変 更 検 査 用 ）  

  

 八 十 五 の 二  削 除     

 八 十 五 の 三  削 除    に 改 め る 。 

 八 十 五 の 四  第 七 十 条  自 動 車 税 種 別 割 納 税 証 明 書 （ 継 続 検 査 ・ 構 造 等

変 更 検 査 用 ）  

  

 八 十 五 の 五  削 除     

 八 十 五 の 六  第 七 十 条  自 動 車 税 種 別 割 納 税 証 明 書 （ 継 続 検 査 ・ 構 造 等

変 更 検 査 用 ）  

 

」 

 

第 七 号 様 式 の 二 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第 7号様式の 2（第 10条、第 11条の 2、第 69条の 3の 3関係） 

 （納税者又は特別徴収義務者宛て）            年  月  日 

 住（居）所 

 氏   名        様 

三 重 県 知 事                   

県 税 事 務 所 長                □印   

自動車税事務所長           

徴 収 猶 予
換価の猶予

  承認通知書 

     年  月  日付で申請のあつた 
徴 収 猶 予
換価の猶予

 については、下記のと

おり承認しましたので、 
地方税法第15条の2の2第1項
地方税法第15条の6の2第3項において準用する同法第15条

 

 
の2の2第1項

 の規定により通知します。 

猶 

予 

税 

額 

年度 期別 税 目 納期限 税 額 延滞金 加算金 
滞納 
処分費 

計 

   ・・ 円 円 円 円 円 

   ・・      

   ・・      

合        計      

猶 予 期 間 年  月  日から   年  月  日まで  間 

納
付
（
納
入
）
計
画 

期 限 金 額 期 限 金 額 期 限 金 額 

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円 

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円 

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円 

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円 

該当条項 地方税法第15条   第  項第  号 

担  保  

備  考  
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 注 この通知書の記載事項について不服がある場合は、この通知書を受け取つた日の翌

日から起算して 3月以内に、三重県知事に対して審査請求をすることができます。審

査請求書については、なるべく県税事務所長又は自動車税事務所長を経由して 2通提

出してください。 

   処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなけ

れば提起することができません。この処分の取消しの訴えは、この裁決があつたこと

を知つた日の翌日から起算して 6月以内に、三重県を被告として（訴訟において三重

県を代表する者は三重県知事となります。）、提起することができます。 

   なお、①審査請求があつた日から 3月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分

の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、

③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、この裁決を経ずに訴訟を

提起することができます。 

   ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があつた日の翌日から起算して 1年

を経過した場合は、審査請求をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁

決のあつた日の翌日から起算して 1年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起

することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処

分（審査請求に対する裁決）があつた日の翌日から起算して 1年を経過した後であつ

ても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があ

ります。 
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第 七 号 様 式 の 七 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第 7号様式の 7（第 10条、第 11条、第 11条の 2、第 69条の 3の 3関係） 

 （滞納者宛て）                     年  月  日 

 住（居）所 

 氏   名        様 

三 重 県 知 事                   

県 税 事 務 所 長                □印   

自動車税事務所長           

徴 収 猶 予
換価の猶予

  取消通知書 

     年 月 日付で 
徴 収 猶 予
換価の猶予

 をした地方税については、下記の理由に

より猶予を取り消しましたから、 
地方税法第15条の3第3項
地方税法第15条の5の3第2項で準用する同法第15
地方税法第15条の6の3第2項で準用する同法第15

 

 
条の3第3項
条の3第3項

 の規定により通知します。 

 ついては、速やかに下記の滞納金額を納付してください。 

滞
納
金
額 

年度 期別 税 目 納期限 税 額 延滞金 加算金 
滞納 
処分費 

計 

   ・・ 円 円 円 円 円 

   ・・      

   ・・      

合        計      

取消理由  

備  考  
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 注 この通知書の記載事項について不服がある場合は、この通知書を受け取つた日の翌

日から起算して 3月以内に、三重県知事に対して審査請求をすることができます。審

査請求書については、なるべく県税事務所長又は自動車税事務所長を経由して 2通提

出してください。 

   処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなけ

れば提起することができません。この処分の取消しの訴えは、この裁決があつたこと

を知つた日の翌日から起算して 6月以内に、三重県を被告として（訴訟において三重

県を代表する者は三重県知事となります。）、提起することができます。 

   なお、①審査請求があつた日から 3月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分

の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、

③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、この裁決を経ずに訴訟を

提起することができます。 

   ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があつた日の翌日から起算して 1年

を経過した場合は、審査請求をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁

決のあつた日の翌日から起算して 1年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起

することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処

分（審査請求に対する裁決）があつた日の翌日から起算して 1年を経過した後であつ

ても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があ

ります。 
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                           「    

第 十 四 号 様 式 中 「 兼自動車税 」 の 次 に「種別割 」 を 加 え 、   
自動車税減額通知 

減 額 内 容 
  を  

     」  

「             

 自動車税種別割 

減 額 通 知 

減 額 内 容 

  に 改 め る 。  

  」    

  「  「  

第 十 五 号 様 式 の 二 中   
自動車販売店名等 

(自動車税の場合） 
  を  

自動車販売店名等 

(自動車税種別割の場合） 
  に 、  

   」   」  

「       「       

 
□運転免許証 □健康保険証 

□パスポート 

□その他(        ) 

  を  

□運転免許証 □健康保険証 

□パスポート □行政書士証票 

□在留カード □住基カード 

□その他（         ） 

 に 改 め る 。  

  」   」  

  「  「  「  

第 十 六 号 様 式 （ そ の 四 ） 中   

年度 

 

自動車税 

  を  

年度 

 

自動車税 

種別割 

  に 、  税目 自動車税    

   」  」  」  

  「       

を  税目 自動車税種別割   に 改 め る 。  

  」    

  「  「   

第 十 六 号 様 式 （ そ の 五 ） 中   
税 

目 
自動車税   を  

税 

目 
自動車税種別割  に 、  

   」   」  

「      「   「  

 
税目 自動車税   を  税目 自動車税種別割  に 、  

税  目 
  を  

自動車税 

  」  」  」 

「       

 税  目 
 に 改 め る 。  

 
   

自動車税種別割 

   」     

         

  「  「   

第 十 六 号 様 式 （ そ の 六 ） 中  
税目 

自動車税 
  を  

税目 

自動車税種別割 
 に 改 め る 。 

   」   」  

  第 二 十 三 号 様 式 （ そ の 九 ） 中 「 自動車税納税通知書 」 を 「自動車税種別割納税通知書 」 に 、  
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「   「  「   

 

  

 を  

  

 に 、  

右上記の金額を地方 

税法第 145 条及び三重県 

県税条例第 124 条の規定 

によって賦課しました 

から、納期限までに取 

扱金融機関、郵便局等 

（裏面参照）へ納めて 

ください。 

  を  

税目 自動車税 税目 自動車税種別割 

    

  」  」   」  

「       

 右 上 記 の 金 額 を 地 方 

税法第 146 条又は第 147 

条 及 び 三 重 県 県 税 条 例 

第 124 条又は第 125 条の 

規 定 に よ っ て 賦 課 し ま 

し た か ら 、 納 期 限 ま で 

に 取 扱 金 融 機 関 、 郵 便 

局 等 （ 裏 面 参 照 ） へ 納 

めてください。 

  に 改 め る 。  

 

  

  」     

 第 二 十 三 号 様 式 （ そ の 十 ） 中 「 自動車税納税通知書 」 を 「自動車税種別割納税通知書 」 に 、  

「   「    

 
年度 

自動車税 
  を  

年度 

自動車税種別割 
 に 、 「 第 145 条 」 を 「第 146 条又は第 147 条 」 に 改  

   」   」  

め 、 「 第 124 条 」 の 次 に 「又は第 125 条 」 を 加 え る 。  

  第 二 十 三 号 様 式 （ そ の 十 一 ） 中 「 自動車税納税通知書 」 を 「自動車税種別割納税通知書 」 に 、 「自動車税は 」

を 「自動車税種別割は 」 に 、 「 第 145 条 」 を 「第 146 条又は第 147 条 」 に 改 め 、 「 第 124 条 」 の 次 に 「又は第 125 

     「      「       

条」 を 加 え 、  グリーン税制   を  グリーン化税制 に 改 め 、 「 ・転出 」 を 削 る 。  

  」  」  

第 二 十 三 号 様 式 の 三 （ そ の 三 ） 中 「 自動車税減額通知書 」 を 「自動車税種別割減額通知書 」 に 、 「自動車税に 」

を 「自動車税種別割に 」 に 、 「自動車税は 」 を 「自動車税種別割は 」 に 改 め る 。  

第 五 十 三 号 様 式 か ら 第 六 十 号 様 式 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  
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 第
5
3
号
様
式
（
第

6
9
条
関
係
）
 

 

年
 
 
月
 
 
日
 
 

  

自
動

車
税

環
境

性
能

割

軽
自
動
車
税
環
境
性
能
割
 
 修

正
申
告
書

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
重
県
自
動
車
税
事
務
所
長
 
宛
て
 

 
 
 
 
 
 
 
 
地
方
税
法
第

16
1条

又
は
同
法
附
則
第

29
条
の

11
の
規
定
に
よ
り
申
告
し
ま
す
。
 

※ 処 理 事 項 

精
 
査
 

整
理
簿
 

調
定
簿
 

 

 
 

 
 

登
録
（
車
両
）
番
号

 
取
得
年
月
日
 

主
た
る
定
置
場

 
初
度
登
録
年
月

(検
査
年

) 
車
名
型
式
 

類
別
区
分
番
号

 

 
・
 
 
・
 

 
 

 
 

納 税 義 務 者 

住
 
所

又
 
は

所
在
地
 
 

自 動 車 の 種 別 

普
通
乗
用
 

小
型
乗
用
 

ト
ラ
ッ
ク
 

貨
客
兼
用
 

バ
 
 
ス
 

小
型
三
輪
 

特
種
用
途
 

軽
四

輪
 

軽
三

輪
 

取
得
原
因
 

新
・
中
区
分
 
自
・
営
区
分

 

（  ） 
そ の 他 

交 換 

分 割 

合 併 

贈 与 

売 買 

中 古 車 

・ 

新 車 

営 業 用 

・ 

自 家 用 

氏
 
名

又
 
は

名
 
称
 

〇印
 
 

有
償
・
無
償

 
取
 
得
 
価
 
額
 

前 所 有 者

販 売 業 者 又 は 

住
 
所

又
 
は

所
在
地
 
 

無 償 

・ 

有 償 

円
 

氏
 
名

又
 
は

名
 
称
 
 

譲
渡
し
た
者
と
の
関
係
（
具
体
的
に
書
い
て
く
だ
さ
い
。）

 

 
申
告
区
分
 

取
得
価
額
 

課
税
標
準
額
 

税
率
 

税
 
額
 

申
告
期
限
 

当
初
申
告
金
額
 

円
 

円
 

1
0
0 

円
 

・
 
 
・
 

こ
の
修
正
申
告
に
よ
つ
て
納
付
す
る
証
紙
の
金
額

 

修
正
申
告
金
額
 
 

 
1
0
0 

 
延
滞
金
の
計
算
日
数
 

日
 

円
 

延
滞
金
額
の
証
紙
の
金
額
 

増
(減

)差
金
額
 
 

 
 

 
延

滞
金

額
 

円
 

円
 

注
１
 
｢自

動
車
の
種
別
｣、

｢取
得
原
因
｣、

｢新
・
中
区
分
｣、

｢自
・
営
区
分
｣及

び
｢有

償
・
無
償
｣の

欄
は
○
で
囲
み
、
そ
の
他
は
分
か
り
や
す
く
記
載
し
て

く
だ
さ
い
。
 

 
２
 
※
印
欄
に
は
、
記
載
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

 

証
 
紙
 
代
 
金
 
収
 
納
 
印
 
欄
 

 

 

 
受
付
印
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第 54号様式（第 69条の 2の 2関係） 
 

年  月  日   

   三重県知事 宛て 

申請人                

住 所（所在地）          

氏 名（名称及び代表者氏名）〇印    

証紙代金収納計器取扱者指定申請書 

  証紙代金収納計器取扱者の指定を受けたいので、三重県県税条例施行規則第69条の2の2第

2項の規定により次のとおり申請します。 

証

紙

代

金

収

納

計

器 

設 置 場 所    

名称及び型式    

製 造 番 号    

付すべき印の

記 号 番 号 
   

始 動 票 札 の

額 面 金 額 
   

使用開始年月日    

（規格Ａ4）    
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第 55号様式（第 69条の 2の 3関係） 
 

            証紙代金収納計器取扱所標札 

  
 

三 

重 

県 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

証 

紙 

代 

金 

収 
納 

計 

器 

取 

扱 

所 

氏
名
又
は
名
称 

５０
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

 

 
10センチメートル 
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第 56 号様式 削除 
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第 57号様式（第 69条の 2の 3関係） 
 
 証紙代金収納印 

 注１ 「００．００．００」には年月日を記載します。 

  ２ 「０００，０００」には金額を記載します。 

  ３ 「三０００」には収納計器番号を記載します。  
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第 58号様式（第 69条の 2の 10関係） 
 

誤

表

示

印 

 大きさ 縦 25ミリメートル 

     横 14ミリメートル  
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第 59 号様式 削除 
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 第
6
0
号
様
式
（
第
6
9
条
の

3の
3
関
係
）
 

 
 

※
 

精
査
 
整
理
簿
 
調
定
簿
 
 

事 項
処 理 

 
 

 
 

受
付
印

 
 

年
 

 
月

 
 
日
 
 
申
告
又
は

申
請

者
 

住
所
又
は
所
在
地
 
 

  
自
動
車
税
事
務
所
長
 
宛
て

 
氏

名
又

は
名

称
 

○印
 

 

個
人

番
号

又
は
 

法
人

番
号
 

 

自
動

車
税

環
境

性
能

割
軽
自
動
車
税
環
境
性
能
割
 
免
除
、
還
付
申
告
（
申
請
）
書

 

 
次
の
理
由
に
よ
り
地
方
税
法
（
第

1
6
4
条
、
第

1
6
5
条
）
又
は
同
法
附
則
（
第

2
9
条
の

9
、
第

2
9
条
の

1
3
）
に
規
定
す
る
（
納
税
義
務
の
免
除
、
還

付
）
を
（
申
告
、
申
請
）
し
ま
す
。
 

登
録
番
号
 
 

主
た

る
定

置
場
 
 

取
得
価
額
 
 

課
 

税
標

準
額
 
 

登
 

録
年

月
日
 
 

車
種
 
 

取
 

得
年

月
日
 
 

税
額
 
 

納
税

義
務

の
免

除
を

受
け
よ
う
と
す
る
理
由
 

（
該
当
項
目
の
番
号
を

○
で
囲
む
こ
と
。

） 

１
 
譲
渡
担
保
権
者
が
譲
渡
担
保
財
産
と
し
て
自
動
車
を
取
得
し
、
そ
の
債
権
の
消
滅
に
よ
り
取
得
の
日
か
ら
６
月
以
内

に
譲
渡
担
保
財
産
の
設
定
者
に
当
該
自
動
車
を
移
転
す
る
予
定
 

２
 
自
動
車
販
売
業
者
か
ら
自
動
車
を
取
得
し
、
当
該
自
動
車
の
性
能
が
良
好
で
な
い
こ
と
等
の
理
由
で
取
得
の
日
か
ら

１
月
以
内
に
当
該
販
売
業
者
に
返
還
し
た
た
め
。
 

上
記
理
由
の
完
了
年
月
日

 
年

 
月
 
日
 

 
 
譲
渡
担
保

財
 
産

 
の

設
定

者
 

住
所
 
 

氏
名
 
 

徴
収

猶
予

の
期

間
 

年
 
月
 
日
ま
で
 
自

 
動

 
車

販
売
業
者
 

（
購
入
先
）
 住

所
 
 

還
 
付

申
請
額
 
 

納
 
付

年
月
日
 
 

氏
名
 
 

 
注
１
 
納
税
義
務
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
理
由
の
う
ち
１
の
理
由
で
免
除
を
申
告
し
た
場
合
は
、
取
得
の
日
か
ら
６
月
以
内
の
期
間
を
限
つ
て
徴
収

猶
予
さ
れ
ま
す
。
６
月
以
内
に
そ
の
理
由
の
完
了
が
な
い
と
き
は
免
除
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
 

 
 
２
 
税
額
が
す
で
に
納
付
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
申
請
に
よ
り
還
付
さ
れ
ま
す
。
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第 八 十 四 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第 84号様式（第 69条の 3関係） 
 

 
 納 税 済 印 

注 １ 直径35ミリメートルとする。 

  ２ 中心部に納税済額を挿入する。 

  ３ 内円下部に納税年月日を挿入する。 
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第 八 十 五 号 様 式 中 「 自動車税納税証明書 」 を 「自動車税種別割納税証明書 」 に 、 「自動車税は 」 を 「自動車税

種別割は 」 に 改 め る 。  

第 八 十 五 号 様 式 の 二 及 び 第 八 十 五 号 様 式 の 三 を 次 の よ う に 改 め る 。  

第 85 号様式の 2 及び第 85 号様式の 3 削除 

第 八 十 五 号 様 式 の 四 中 「 自動車税納税証明書 」 を 「自動車税種別割納税証明書 」 に 、 「自動車税は 」 を 「自動

車税種別割は 」 に 改 め る 。  

第 八 十 五 号 様 式 の 六 中 「 自動車税納税証明書 」 を 「自動車税種別割納税証明書 」 に 、 「自動車税は 」 を 「自動

車税種別割は 」 に 、 「自動車税納税通知書 」 を 「自動車税種別割納税通知書 」 に 改 め る 。  

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。  

 一  第 二 条 並 び に 附 則 第 四 項 か ら 第 六 項 ま で の 規 定  令 和 元 年 十 月 一 日  

二  第 一 条 中 三 重 県 県 税 条 例 施 行 規 則 第 四 十 二 条 の 二 の 改 正 規 定  令 和 五 年 一 月 一 日  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 三 重 県 県 税 条 例 施 行 規 則 （ 次 項 に お い て 「 旧 規 則 」 と い う 。 ）

の 規 定 に 基 づ い て 提 出 さ れ た 申 請 書 等 は 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 三 重 県 県 税 条 例 施 行 規 則 に 基 づ い て 提 出 さ

れ た 申 請 書 等 と み な す 。  

３  こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 旧 規 則 に 規 定 す る 様 式 に よ り 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て

使 用 す る こ と が で き る 。  

 （ 自 動 車 取 得 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

４  附 則 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 前 の 自 動 車 の 取 得 に 対 し て 課 す る 自 動 車 取 得 税 に つ い て は 、 な お

従 前 の 例 に よ る 。  

 （ 自 動 車 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

５  第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 三 重 県 県 税 条 例 施 行 規 則 （ 次 項 に お い て 「 新 規 則 」 と い う 。 ） の 規 定 中 自 動 車 税

の 環 境 性 能 割 に 関 す る 部 分 は 、 附 則 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 施 行 の 日 以 後 に 取 得 さ れ た 自 動 車 に 対 し て 課 す る 自

動 車 税 の 環 境 性 能 割 に つ い て 適 用 す る 。  

６  新 規 則 の 規 定 中 自 動 車 税 の 種 別 割 に 関 す る 部 分 は 、 令 和 元 年 度 分 の 附 則 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の

日 以 後 に 納 税 義 務 が 発 生 し た 者 に 課 す る 自 動 車 税 の 種 別 割 及 び 令 和 二 年 度 以 後 の 年 度 分 の 自 動 車 税 の 種 別 割 に

つ い て 適 用 し 、 令 和 元 年 度 分 ま で の 同 日 前 に 納 税 義 務 が 発 生 し た 者 に 課 す る 自 動 車 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の

例 に よ る 。  

 

 三 重 県 県 税 の 滞 納 処 分 に 関 す る 文 書 等 の 様 式 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 元 年 七 月 二 日  

三  重  県 知  事   鈴   木   英   敬    

三 重 県 規 則 第 十 四 号  

   三 重 県 県 税 の 滞 納 処 分 に 関 す る 文 書 等 の 様 式 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 県 税 の 滞 納 処 分 に 関 す る 文 書 等 の 様 式 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 四 年 三 重 県 規 則 第 八 十 七 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 文 書 等 の 様 式 ）  （ 文 書 等 の 様 式 ）  

第 二 条  県 税 及 び こ れ に 係 る 徴 収 金 の 滞 納 処 分 の 執

行 に 必 要 な 文 書 等 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る も の と し 、

そ の 様 式 は 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

第 二 条  県 税 及 び こ れ に 係 る 徴 収 金 の 滞 納 処 分 の 執

行 に 必 要 な 文 書 等 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る も の と し 、

そ の 様 式 は 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

一 ～ 三 十 八  （ 略 ）  一 ～ 三 十 八  （ 略 ）  

 三 十 八 の 二  滞 納 処 分 関 係 書 類 引 渡 書  第 三 十 八

号 様 式 の 二  

 三 十 八 の 三  交 付 要 求 書 等 及 び 差 押 関 係 書 類 引 渡

書  第 三 十 八 号 様 式 の 三  

 三 十 九  （ 略 ）  

 

 

 

 

 三 十 九  （ 略 ）  

令和元年7月2日 三　重　県　公　報 号　　外

32



 三 十 九 の 二  換 価 執 行 に 関 す る 求 意 見 書  第 三 十

九 号 様 式 の 二  

 三 十 九 の 三  換 価 執 行 に 関 す る 意 見 書  第 三 十 九

号 様 式 の 三  

 三 十 九 の 四  換 価 執 行 決 定 告 知 書  第 三 十 九 号 様

式 の 四  

 三 十 九 の 五  換 価 執 行 決 定 通 知 書 （ 滞 納 者 宛 て ）  

第 三 十 九 号 様 式 の 五  

 三 十 九 の 六  換 価 執 行 決 定 通 知 書 （ 交 付 要 求 機 関

宛 て ）  第 三 十 九 号 様 式 の 六  

 三 十 九 の 七  換 価 執 行 決 定 取 消 通 知 書  第 三 十 九

号 様 式 の 七  

 三 十 九 の 八  換 価 執 行 決 定 取 消 通 知 書 兼 公 売 手 続

の 続 行 通 知 書  第 三 十 九 号 様 式 の 八  

 四 十  差 押 財 産 等 修 理 等 処 分 同 意 書  第 四 十 号 様

式  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四 十  差 押 財 産 修 理 等 処 分 同 意 書  第 四 十 号 様 式  

 四 十 一 ～ 六 十 八  （ 略 ）   四 十 一 ～ 六 十 八  （ 略 ）  

  「       

第 五 号 様 式 中   下記のとおり、滞納金額を徴収するため、財産を差し押えます。   を  

     」  

「             

 
別紙「処分理由」により、下記の財産を差し押さえましたので、国税徴収法第 54 条の規

定により、この調書を作ります。  
  に 改 め る 。  

    」  

第 三 十 八 号 様 式 の 次 に 次 の 二 様 式 を 加 え る 。  

令和元年7月2日 三　重　県　公　報 号　　外
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第38号様式の2（第2条関係）

（執行機関）

様

三重県知事

県税事務所長 ㊞

自動車税事務所長

　

　

　

　 　

　 　

上記の書類を受領しました。

年　　　月　　　日

（換価執行決定機関名）

三重県知事 ㊞

県税事務所長 様

自動車税事務所長

年　　　月　　　日　　

滞納処分関係書類引渡書

　　　　年　　月　　日付換価執行決定に係る下記滞納処分関係書類について、国税徴収法施行令第42条の2第1項
の規定により引き渡します。

滞
納
者

住（居）所

氏　　　名

電　話

引
渡
し
す
る
書
類

書類名 書類提出者の氏名 通数 備考

番
号

連　絡　先

所　　属 担　当　者

印

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年7月2日 三　重　県　公　報 号　　外
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（備考）　必要があるときは、上記の記載事項について所要の補正を加えることができる。

（調理要領）
一　　この引渡書は、国税徴収法第89条の2第3項による換価執行決定の告知を受けた場合に同法施行令
　　第42条の2第1項の規定により換価執行決定を行った行政機関等に、交付要求書等及び滞納処分関係
　　書類（原本を引き渡すことができないときは、その写し）を引き渡す場合に使用する。

二　　この引渡書は、正副2通を作成送達し、副本は受領証として署名（記名を含む。）押印の上、返戻させ
　　る。

三　　「備考」欄には、引渡しをする交付要求書等の到達順位等を必要に応じて記載する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年7月2日 三　重　県　公　報 号　　外
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第38号様式の3（第2条関係）

（執行機関）

様

三重県知事

県税事務所長

自動車税事務所長

　

　

　

　 　

　 　

上記の書類を受領しました。

年　　　月　　　日

（換価同意行政機関・差押効力発生行政機関名）

三重県知事 ㊞

県税事務所長 様

自動車税事務所長

電　話

引
渡
し
す
る
書
類

書類名 書類提出者の氏名 通数 備考

番
号

連　絡　先

所　　属 担　当　者

年　　　月　　　日　

交付要求書等及び差押関係書類引渡書

　　  年　　月　　日付換価執行決定の取消しに係る下記の交付要求書等及び差押関係書類について、国税徴収法
施行令第42条の3第4項の規定により引き渡します。

滞
納
者

住（居）所

氏　　　名

印

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年7月2日 三　重　県　公　報 号　　外
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（備考）　必要があるときは、上記の記載事項について所要の補正を加えることができる。

（調理要領）
一　　この引渡書は、換価執行決定を取り消したときに、国税徴収法施行令第42条の3第4項の規定により、
　　交付要求書等及び差押関係書類（原本を引き渡すことができないときは、その写し）を換価同意行政機関
　　等に引き渡す場合、また参加差押書及び差押関係書類（原本を引き渡すことができないときは、その写し）
　　を新たに差押えの効力を生ずべき参加差押えをした行政機関等に引き渡す場合に使用する。

二　　この引渡書は、正副2通を作成送達し、副本は受領証として署名（記名を含む。）押印の上、返戻させ
　　る。

三　　「備考」欄には、引渡しをする交付要求書等の到達順位等を必要に応じて記載する。  
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 第 三 十 九 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第39号様式（第2条関係）

（執行機関）

様

三重県知事

県税事務所長

自動車税事務所長

　

　

　

　 　

　 　

備
考

年　　　月　　　日　

参加差押財産換価催告書

　　さきに参加差押えをした下記財産を至急換価して下さい。
　　国税徴収法第87条第3項の規定により催告します。

滞
納
者

住（居）所

氏　　　名

参
加
差
押
え
を
し
た
財
産

番
号

連　絡　先
所　　属 担　当　者 電　話

　　（名称、数量、性質、所在等）

　　　年　　　　月　　　　日参　加　差　押　年　月　日

印

 

 

 

 

  

 

 

 

令和元年7月2日 三　重　県　公　報 号　　外
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（備考）　必要があるときは、上記の記載事項について所要の補正を加えることができる。

（調理要領）
一　　この催告書は、国税徴収法第87条第3項の規定により参加差押えをした三重県知事、県税事務所長
　　又は自動車税事務所長が、差押えをした行政機関等に対して速やかに換価するよう催告する場合に使
　　用する。

二　　「備考」欄には、この催告をすることを必要とする理由等を記載する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年7月2日 三　重　県　公　報 号　　外
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 第 三 十 九 号 様 式 の 次 に 次 の 七 様 式 を 加 え る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年7月2日 三　重　県　公　報 号　　外
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第39号様式の2（第2条関係）

（差押執行機関）

様

三重県知事

県税事務所長 ㊞

自動車税事務所長

　

　

　

　 　

　 　

備
考

年　　　月　　　日　

換価執行に関する求意見書

　さきに換価催告をした下記参加差押財産について、国税徴収法第89条の2第1項の規定により、換価執行決定に係
る同意の請求を行いますので、別紙「換価執行に関する意見書」にて同意の有無を御回答願います。

滞
納
者

住（居）所

氏　　　名

電　話

参
加
差
押
え
を
し
た
財
産

　　（名称、数量、性質、所在等）

参加差押年月日 　　　年　　　　月　　　　日

番
号

連　絡　先
所　　属 担　当　者

印

 

 

 

 

 

 

 

令和元年7月2日 三　重　県　公　報 号　　外
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（備考）　必要があるときは、上記の記載事項について所要の補正を加えることができる。

（調理要領）
一　　この求意見書は、参加差押えをした三重県知事、県税事務所長又は自動車税事務所長が、国税徴収法
　　第89条の2第1項の規定により差押執行機関等に換価執行決定に係る同意を請求する場合に使用する。
　　
二　　換価執行決定に係る参加差押え以外にも参加差押えがある場合には、「備考欄」にその参加差押執行機
　　関と参加差押年月日を記載する。
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第39号様式の3（第2条関係）

三重県知事 年 月 日

県税事務所長

自動車税事務所長

（差押執行機関）

印

　　（名称、数量、性質、所在等）
参
加
差
押
え
を
し
た
財
産

参加差押年 月日 　　　年　　　月　　　日

備
　
　
考

（換価に同意しない場合につきましては、以下に理由等を記載願います。）

様

換価執行に関する意見書

　下記参加差押財産について、貴所が国税徴収法第89条の2第1項の規定による換価を

執行することに、同意

滞
納
者

住(居）所

氏　 　名

します。

しません。

 

令和元年7月2日 三　重　県　公　報 号　　外
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第39号様式の4（第2条関係）

（換価執行同意機関）

様

三重県知事

県税事務所長

自動車税事務所長

年度 期　別 税　　　目
納期限

督促等年月日

　

　

　

　 　

　 　

備
考

（注）　上記「滞納金額」のうち、延滞金額及び滞納処分費については、この告知書作成の日までの分を概算したものです。

差押執行機関の同意年月日 　　　年　　　　月　　　　日

番
号

連　絡　先
所　　属 担　当　者 電　話

参
加
差
押
え
を
し
た
財
産

　　（名称、数量、性質、所在等）

参　加　差　押　年　月　日 　　　年　　　　月　　　　日

差押執行機関 差押年月日 年　　月　　日

計

滞
　
納
　
金
　
額

税　　額
延　滞
金　額

加　算
金　額

滞　納

処分費 計

円 円 円 円 円

年　　　月　　　日　

換価執行決定告知書

　　さきに換価執行に係る同意がありました下記参加差押財産について、国税徴収法第89条の2第1項の規定により換
価執行の決定をしますので、同条第3項の規定により告知します。
　　つきましては、同法施行令第42条の2第1項の規定により、交付要求書等及び滞納処分関係書類がある場合は、
当所へ引き渡してください。

滞
納
者

住（居）所

氏　　　名

印

 

 

 

 

令和元年7月2日 三　重　県　公　報 号　　外
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（備考）　必要があるときは、上記の記載事項について所要の補正を加えることができる。

（調理要領）
　　この告知書は、国税徴収法第89条の2第1項の規定により換価執行に同意した差押執行機関に、換価執行
 決定を告知する場合に送付する。
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第39号様式の5（第2条関係）

（滞納者）

住（居）所

氏　　　名 様

三重県知事

県税事務所長

自動車税事務所長

年度 期　別 税　　　目
納期限

督促等年月日

　

　

　 　

　 　

備
考

（注）　上記「滞納金額」のうち、延滞金額及び滞納処分費については、この通知書作成の日までの分を概算したものです。

　なお、この処分について不服がある場合は、この処分があつたことを知つた日の翌日から起算して3月以内に、三重県知事に対して審査請求をす

ることができます。審査請求書については、なるべく県税事務所長又は自動車税事務所長を経由して2通提出してください。

　処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません。この処分の取消しの訴えは、

この裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6月以内に、三重県を被告として（訴訟において三重県を代表する者は三重県知事となりま

す。）、提起することができます。
　なお、①審査請求があつた日から3月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊

急の必要があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、この裁決を経ずに訴訟を提起することができます。

　ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があつた日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなり、また、審

査請求に対する裁決のあつた日の翌日から起算して1年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な

理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求に対する裁決）があつた日の翌日から起算して1年を経過した後であつても審査請求をするこ

とや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。

差押執行機関の同意年月日 　　　年　　　　月　　　　日

番
号

連　絡　先
所　　属 担　当　者 電　話

参
加
差
押
え
を
し
た
財
産

　　（名称、数量、性質、所在等）

参　加　差　押　年　月　日 　　　年　　　　月　　　　日

差押執行機関 差押年月日 年　　月　　日

計

滞
　
納
　
金
　
額

税　　額
延　滞
金　額

加　算
金　額

滞　納
処分費

計

円 円 円 円 円

年　　　月　　　日　

換価執行決定通知書

　　下記の参加差押財産について、差押執行機関の換価執行に係る同意があつたので、国税徴収法第89条の2第1
項の規定により換価執行を決定し、同条第4項の規定により通知します。

滞
納
者

住（居）所

氏　　　名

印
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（備考）　必要があるときは、上記の記載事項について所要の補正を加えることができる。

（調理要領）
　　この通知書は、国税徴収法第89条の2第1項の規定により換価執行の決定をしたときに、滞納者に通知する
 場合に使用する。
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第39号様式の6（第2条関係）

（交付要求機関）

様

三重県知事

県税事務所長

自動車税事務所長

年度 期　別 税　　　目
納期限

督促等年月日

　

　

　

　 　

　 　

備
考

（注）　上記「滞納金額」のうち、延滞金額及び滞納処分費については、この通知書作成の日までの分を概算したものです。

年　　　月　　　日　

換価執行決定通知書

　　下記の参加差押財産について、差押執行機関の換価執行に係る同意があったので、国税徴収法第89条の2第1項
の規定により換価執行を決定し、同条第4項の規定により通知します。

滞
納
者

住（居）所

氏　　　名

計

円 円 円 円 円

参
加
差
押
え
を
し
た
財
産

　　（名称、数量、性質、所在等）

参　加　差　押　年　月　日 　　　年　　　　月　　　　日

計

滞
　
納
　
金
　
額

税　　額
延　滞
金　額

加　算
金　額

滞　納
処分費

差押執行機関 差押年月日 年　　月　　日

差押執行機関の同意年月日 　　　年　　　　月　　　　日

番
号

連　絡　先
所　　属 担　当　者 電　話

印
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（備考）　必要があるときは、上記の記載事項について所要の補正を加えることができる。

（調理要領）
　　この通知書は、国税徴収法第89条の2第1項の規定により換価執行の決定をしたときに、その換価執行
　決定をした不動産に交付要求をした行政機関等に通知する場合に使用する。
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第39号様式の7（第2条関係）

（滞納者・換価同意執行機関・交付要求機関）

住（居）所

氏　　　名 様

三重県知事

県税事務所長

自動車税事務所長

　

　

　

　 　

　 　

備
考

電　話

参
加
差
押
え
を
し
た
財
産

　　（名称、数量、性質、所在等）

参　加　差　押　年　月　日 　　　年　　　　月　　　　日

番
号

連　絡　先
所　　属 担　当　者

年　　　月　　　日　

換価執行決定取消通知書

　さきに換価執行決定した下記参加差押財産について、国税徴収法第89条の3第　項の規定により、換価執行決定
を取り消したので、同条第3項の規定により通知します。

滞
納
者

住（居）所

氏　　　名

印
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（備考）　必要があるときは、上記の記載事項について所要の補正を加えることができる。

（調理要領）
一　　この取消通知書は、換価執行決定を取り消した場合において、その旨を国税徴収法第89条の3第3項
　　の規定により滞納者、換価同意行政機関等及び換価執行決定に係る参加差押不動産に交付要求をした
　　行政機関に通知する場合に使用する。従って通知文の文言のうち、空白になっている箇所には必要な文
　　字を加入する。

二　　換価同意行政機関等による換価執行決定に係る特定差押えが解除されたことにより換価執行決定が取
　　り消された場合には、換価同意行政機関等に通知しない。
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第39号様式の8（第2条関係）

（滞納者・交付要求機関）

住（居）所 様

氏　　　名 三重県知事

県税事務所長

自動車税事務所長

　

　

　

　 　

　 　

備
考

電　話

参
加
差
押
え
を
し
た
財
産

　　（名称、数量、性質、所在等）

参　加　差　押　年　月　日 　　　年　　　　月　　　　日

番
号

連　絡　先
所　　属 担　当　者

年　　　月　　　日　

換価執行決定取消通知書兼公売手続の続行通知書

　さきに換価執行決定した下記参加差押財産について、国税徴収法第89条の3第1項第2号の規定により、換価執行
決定を取り消したので、同条第3項の規定により通知します。
　また、同法第87条第1項の規定により、下記参加差押えにつき差押えの効力が生じたことから、同法第89条の4の
規定により換価（公売）手続を続行します。

滞
納
者

住（居）所

氏　　　名

印
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（備考）　必要があるときは、上記の記載事項について所要の補正を加えることができる。

（調理要領）
一　　この通知書は、国税徴収法第89条の4の規定により、換価執行決定の取消しに係る参加差押不動産に
　　ついて換価を続行する場合において、滞納者及びその不動産につき交付要求をした行政機関に通知す
　　る場合に使用する。

二　　換価執行決定に係る参加差押不動産に交付要求をした行政機関に送付する場合には、備考欄に「こ
　　の取消前に交付を受けた交付要求書等に係る交付要求については、換価執行決定前にされた場合は
　　換価同意行政機関、換価執行決定以後にされた場合は当所に交付要求したときに、当所に対し交付要
　　求をしたものとみなします。」と付記する。
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第 四 十 号 様 式 か ら 第 四 十 二 号 様 式 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第40号様式（第2条関係）

（滞納者）

住（居）所

氏　　　名 様

三重県知事

県税事務所長

自動車税事務所長

数　量

　

　

　

　 　

　 　

上記の修理等の処分をされることに同意します。

年　　　月　　　日

住（居）所

三重県知事 氏　　　名 ㊞

県税事務所長 様

自動車税事務所長

年　　　月　　　日　

差押財産等修理等処分同意書

　下記差押財産等について、次のとおり修理等の処分をなした後換価することが有利と認められますので同意してく
ださい。

電　話

修理等を行う差押財産等

名　　　　　称

連　絡　先

修理等を
要する箇所

現在価額
概　　算

修理費等
概算価額

修理等行っ
た 　後　 の
見 積 価 額
概　　 　　算

番
号

所　　属 担　当　者

摘要修理前

の価額

印
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（備考）　必要があるときは、上記の記載事項について所要の補正を加えることができる。

（調理要領）
一　　この同意書は、国税徴収法第93条の規定により、差押財産等に修理等の処分を行う場合において、
　　滞納者に同意を求める文書に使用する。

二　　この同意書は、正副2通を作成送達し、副本につき滞納者に署名（記名を含む。）押印の上、返戻さ
　　せる。
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第41号様式（第2条関係） 
 

公告第 号 

公売公告（兼見積価額公告） 

年  月  日  

三 重 県 知 事

県 税 事 務 所 長

自 動 車 税 事 務 所 長

                   □印   

 下記の差押財産等を国税徴収法第94条の規定により公売することとしたから、同

法第95条の規定により公告します。 

また、同法第98条の規定により公売財産の見積価額を決定したから、同法第99条

の規定により公告します。 

なお、この公売財産の換価代金について配当を受けることができる質権、抵当

権、先取特権、留置権等の権利を有する者は、売却決定をする日の前日までに債権

現在額申立書（当事務所に用意してあります。）によりその内容を申し出てくださ

い。 

公 売 方 法 入札、競り売り 

公
売
日
時 

入札競り売り    年  月  日午前
後  時  分から午前

後  時  分ま
で 

開 札    年  月  日午前
後  時  分 

公 売 場 所  

売 却 決 定 
日
時 

   年  月  日午前
後  時  分 

場
所 

 

買 受 代 金
納 付 期 限    年  月  日午前

後  時  分まで 

そ の 他 別紙「公売心得書」のとおり 

公    売    財    産 公 売

保 証 金 

見積価額 

(最低公
売価額) 財産

番号 
名 称 数量 性質 所 在 そ の 他 

     円 円 
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（備考）必要があるときは、上記の記載事項について所要の補正を加えることができる。 

 （調理要領） 

  一 この公告は、国税徴収法第 95条の規定により公売を公告する場合（同法第 99 条

の規定による見積価額の公告をあわせてする場合を含む。）に使用する。 

  二 国税徴収法第 89 条の 2 第 1 項の規定による換価執行決定に基づく特定参加差押

不動産の公売を行う場合は、本文中「下記の差押財産等を国税徴収法」とあるのを、

「国税徴収法第 89 条の 2 第 1 項の規定により換価執行決定を行った下記の差押財

産等を同法」とする。また、差押財産と特定参加差押不動産を一括換価する場合は、

「国税徴収法第 89 条の 2 第 1 項の規定により換価執行決定を行った参加差押財産

を含む下記の差押財産等を同法」とする。 

 三 この公告は、「公売方法」欄から「買受代金納付期限」欄までの事項が異なるも

のごとに別紙とする。 

  四 「公売方法」及び「公売日時」欄の「入札、競り売り」の文字については、不要

の方を抹消する。 

  五 「開札」欄は、開札の開始の始期を記載する。 

  六 「売却決定」欄は、売却決定の始期を記載する。 

  七 「買受代金納付期限」欄は、国税徴収法第 115条に規定する期限を記載する。 

  八 「公売財産」欄のうち「所在その他」欄には、必要に応じて滞納者の住（居）所

及び氏名等を併記するほか、公売財産上に賃貸権又は地上権があるときは、その内

容を記載する。また、差押財産と特定参加差押不動産を一括換価する場合は、該当

する不動産について、特定参加差押不動産である旨を記載する。 

  九 公売保証金を徴しないものについては、「公売保証金」欄に「不要」と記載する。 

  十 「見積価額」欄の記載にあたつては、次の点に留意する。 

   １ 見積価額を公告しないものについては、その旨を記載する。 

   ２ 国税徴収法第 99 条第 1 項第 2 号又は第 3 号に該当するものとして動産の公売

に関し見積価額を公告する場合には、この欄に記載するとともに、当該物件に見

積価額票を貼る。 

   ３ 見積価額の公告が後日となるものについては、その旨を記載する。この場合に

おいては、後日、見積価額公告をこの公告の右方に掲示する。 
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  十一 公売する財産の数が多いときは、「公売財産、公売保証金、見積価額」欄を別

紙とすることができる。このときは、この欄には「別紙のとおり」と記載する。 

  十二 この公告と同時に、公売心得書をこの公告の下方に掲示する。 
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第42号様式（第2条関係） 
 番号  

（滞納者、利害関係人）                   年  月  日 
 住（居）所 
 氏   名     様 

三 重 県 知 事
県 税 事 務 所 長
自 動 車 税 事 務 所 長
                   □印   

公売通知書（債権申立催告書） 

 下記の財産を国税徴収法第94条の規定により公売することとし、同法第95条の規
定により公告しましたので、同法第96条の規定により通知します。 

滞
納
者 

住（居）所  

氏 名  

公 売 方 法 入札、競り売り 

公売

日時 

入札、競り
売り   年  月  日午前

後  時  分から午前
後  時  分まで 

開 札   年  月  日午前
後  時  分 

公 売 場 所 
 

売 却 決 定 
日
時 

  年  月  日午前
後  時  分 

場
所 

 

買 受 代 金
納 付 期 限    年  月  日午前

後  時  分まで 

そ の 他 
 

公
売
財
産 

名 称 数 量 性 質 所 在 そ の 他 
公 売
保 証 金 見積価額 

    
円 円 

公

売

に

係

る

徴

収

金 

年度 期別 税目 納期限 税額 延滞
金額 

加算
金額 

滞 納
処 分 費 

 
計 

   
・ ・ 円 円 円 円 円 円 

   
・ ・ 

      

   
・ ・ 

      

   
・ ・ 

      

   
・ ・ 

      

合      計 
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 （注）１ 公売財産の売却代金から配当を受けることができる者（交付要求をした者、質

権、抵当権、その他の権利を有する者）は、債権現在額申立書を上記財産の売却

決定する日の前日までに提出して下さい。 

    ２ 上記「公売に係る徴収金」のうち、延滞金額及び滞納処分費については、この

通知書作成の日までの分を概算したものです。 

    ３ この財産の公売手続については、「公売公告」、「最高価申込者の決定」及び

「売却決定」の各処分に対して、以下のとおり審査請求又は取消しの訴えを提起

することができます。 

これらの処分について不服のある場合は、それぞれの処分についてその処分が

あつたことを知つた日の翌日から起算して 60 日以内と、地方税法第 19 条の 4 に

規定する期間とのいずれか早く経過する期間内に、三重県知事の処分の場合は異

議申立てを、県税事務所長又は自動車税事務所長の処分の場合は審査請求を、三

重県知事に対してすることができます。審査請求書については、なるべく県税事

務所長又は自動車税事務所長を経由して提出してください。 

処分の取消しの訴えは、処分についての異議申立てに対する決定又は審査請求

に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して 6 月以内に、三重県を被告と

して（三重県知事が被告の代表者となります。）、提起することができます（なお、

決定又は裁決の送達を受けた日から 6 月以内であつても、決定又は裁決の日から

1 年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ま

た、処分の取消しの訴えは、この処分についての異議申立てに対する決定又は審

査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、①異議申

立て又は審査請求があつた日から 3 月を経過しても決定又は裁決がないとき、②

処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必

要があるとき、③その他決定又は裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき

は、決定又は裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 （備考）必要があるときは、上記の記載事項について所要の補正を加えることができる。 

 （調理要領） 

一 この通知書は、国税徴収法第 96 条第 1 項及び第 2 項の規定に基づき、滞納者、利

害関係人等に対して公売の通知をする場合に使用する。 
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  二 国税徴収法第 89 条の 2 第 1 項の規定による換価執行決定に基づく特定参加差押

不動産の公売を行う場合は、本文中「下記の財産を国税徴収法」とあるのを、「国

税徴収法第 89 条の 2 第 1 項の規定により換価執行決定を行った下記の財産を同

法」とする。また、差押財産と特定参加差押不動産を一括換価する場合は、「国税

徴収法第 89 条の 2 第 1 項の規定により換価執行決定を行った財産を含む下記の財

産を同法」とする。 

三 「公売に係る徴収金」欄には必要に応じて、公売に係る徴収金以外の滞納徴収金

を併記して差し支えない。この場合はその旨を明記する。また、特定参加差押不動

産を公売する場合は、特定参加差押えに係る徴収金を記載すること。 

  四 差押財産と特定参加差押不動産を一括換価する場合は、該当する不動産について、

「公売財産」欄のうち「所在その他」欄に特定参加差押不動産である旨を記載する。 

五 交付要求（参加差押を含む。）をしている者に発するものについては、「公売財

産」欄を必要に応じて簡記し、例えば名称その他については「何年何月何日、差押

えに係る三方桐三重 笥 1 棹ほか家財道具何点」とし、公売保証金及び見積価額の

記載を省略しても差し支えない。なお「公売財産」欄は、質権者等交付要求をした

者等の利害関係人にそれぞれ関係のある財産についてだけ記載すれば足りるもので

あることに留意する。 

  六 権利者等にこの通知書を発送する場合には、債権現在額申立書の用紙を同封する。 

  七 国税徴収法第 96 条を準用する第 109 条第 4 項の規定により差押財産を随意契約

により売却する場合に送付する通知書は、この様式を適宜に補正して使用する。 
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         「     「        

第 四 十 七 号 様 式 中  せ り 売  を  競 り 売 り  に 改 め る 。  

  」   」  
附  則  

１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 改 正 前 の 三 重 県 県 税 の 滞 納 処 分 に 関 す る 文 書 等 の 様 式 に 関 す る 規 則 に 規 定 す る 様 式

に よ り 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。  

 

 

告 示 

 

三重県告示第 155 号 

 子ども・福祉部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示を次のように定めます。 

  令和元年 7 月 2 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

   子ども・福祉部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示 

子ども・福祉部関係補助金等交付要綱（平成 30 年三重県告示第 240 号）の一部を次のように改正する。 

別表 1(3)の表第 20 号の項（Ｅ）の欄を次のように改める。 

一般社団法
人三重県私
立幼稚園・

認定こども
園協会 

別表 1(4)の表に次のように加える。 

25 三重県がん患

者妊孕
よう

性温存

治療費助成金 

妊孕性温存治療を受けた者

の経済的負担の軽減を図
る。 

将来子どもを産み育てることを望

む小児、思春期・若年がん患者の妊
孕性温存治療に要する経費 

別に定める。 別に定める。 

附 則 

 この告示は、公表の日から施行する。 
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